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午前１０時０１分 開議

（出席議員数１８名）

────────────────────

開 議 宣 告

────────────────────

これより、本日の会議○議長（北猛俊君）

を開きます。

────────────────────

会議録署名議員の指名

────────────────────

本日の会議録署名議員○議長（北猛俊君）

には、

千 葉 健 一 君

天 日 公 子 君

を御指名申し上げます。

────────────────────

日程第１

市政に関する一般質問

────────────────────

日程第１ 昨日に引き○議長（北猛俊君）

続き、市政に関する一般質問を行います。

それでは、ただいまより、東海林孝司君の

質問を行います。

１３番東海林孝司君。

－登壇－○１３番（東海林孝司君）

さきの通告に従いまして、順次質問してい

きます。

最初に、地域コミュニティ活動につきまし

てお伺いいたします。

平成１７年第４回定例会におきまして、総

務文教常任委員会にて調査報告されました地

域コミュニティ活動の現状につきまして、委

員会報告をどのように受けとめられ、実情を

把握されたのか、どのように反映されている

のか、事後検証をお聞かせ願います。

平成１２年に地方分権一括法が施行され、

国民がゆとりと豊かさを実感し、安心して暮

らすことのできる社会の実現を目指し、地方

分権改革を総合的かつ計画的に推進するた

め、平成１８年１２月に地方分権改革推進法

が成立しております。

個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を

図ることを基本理念とし、国と地方の責務、

施策の基本的な事項を定め、必要な体制を整

備するものであり、国と地方の役割分担や、

国の関与のあり方、税源配分等の財政上の措

置のあり方について検討を進めるとともに、

地方公共団体の行政体制の整備及び確立を図

るとされております。

まさに地方分権改革の進展の動きは、本市

においても、市民協働のまちづくりを進める

上で、行政と地域の役割、関与のあり方と、

重要な行政課題であり、地域コミュニティの

推進、活動の重要性が求められるのでありま

す。お互いに助け合い、支え合う、相互扶助

というコミュニティ意識の希薄化や、若年層

の減少、高齢化、過疎化の継続的な進行が見

込まれる、特に農村部でのコミュニティ意識

の維持の難しさなど、地域コミュニティの向

上がまちづくりを進める上で大きなかぎにな

り得ると、常任委員会調査報告にて指摘され

ておりますように、コミュニティの再生は、

地域資源の管理、景観や伝統文化の継承な

ど、さまざまな面において地域を革新する原

動力になり、そのことにより、集落、地域の

コミュニティ活動が刺激され、そこの人々の

関係の再生にもつながることだと思います。

地域コミュニティ活動を通じたまちづくりが

重要であり、その活動を欠如することなく、

自立協働型の形成を展望すべきとも感じま

す。今、その環境整備の水準を高めていく必

要があると思っております。

行政と地域、集落の連携において、無理の

ない、無駄のないコミュニティを前提として

取り進め、地域のことは地域で解決できる体

制づくり、地域の課題や地域のニーズを住民

主導で継続的に活動できる体制づくりへと、

行政と地域との信頼関係をより一層築くこと

が強く求められていると思います。医療、福

祉、教育、産業との課題意識の共有や、地方

自治の観点から、地域社会の維持、形成の仕

組みや、社会的サービスの提供方策等、地域

社会を構成する最も基礎的な各地域を活性化

させ、維持、継続させていく使命を自治体と
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して果たさなくてはならないとも思います。

地方分権が本格化する中、社会情勢の変化に

対応し、地域コミュニティの向上を図り、地

域住民の自己決定、自己責任という地域ぐる

みの自立意識の高揚につなげる道筋の提起も

必要と思います。地域コミュニティ活動達成

の到達先は、住民自治としての姿であり、真

の地域づくりであると私も考えております。

そこで、常任委員会調査報告で出されまし

た４項目につきまして、検証と、今後の対応

をお伺いいたします。

１項目め、地域コミュニティの再生を目指

した地域別の実態調査をし、それに基づき、

コミュニティ施策の見直しを図り、具体的な

行動計画を策定されたいという、コミュニ

ティ活動の現状につきまして。

地域の実情、地域の特性を把握されたの

か。

地域機能の低下や、維持が困難となる地域

など、その対策は。

地方分権改革の中において、コミュニティ

活動の位置づけの考え方は。

行政として地域自立に向け行動すべきこ

と、地域住民として行動しなければならない

ことは何か。

２項目め、コミュニティ推進の機能が十分

に発揮されるよう、職務としての役割を明確

に位置づけ、地域との連携を一層強化された

いという地域コミュニティ活動推進員の役割

と現状につきまして。

地域コミュニティ活動推進員の役割と機

能、推進員としての認識は。

地域と、地域コミュニティ活動推進員を媒

体として取り組むべきことは。

地域コミュニティ活動推進員の育成と、そ

の担い手の確保の考え方は。

３項目め、地域力の向上に向けた情報発

信、セミナーの開催など、意識改革に対する

取り組み、さらに地域の人材活用、育成な

ど、諸対策を一層推進されたいという、情報

発信、地域人材の活用、育成につきまして。

意識改革になり得る情報発信の仕方とは。

広く伝える手法とは。

地域人材の活用、育成での状況はどうであ

るのか。

４項目め、コミュニティ施策の一体的な推

進を図り、市民主体の協働システムの構築に

向け、（仮称）市民協働推進課の設置を早急

に検討されたいという、部局の設置につきま

して、その部局の設置についての考え方をお

聞きいたします。

本市の財政状況は厳しいことが見込まれて

おります。地域コミュニティのさらなる構

築、住民の参画、協働体制を整備し、行政と

の役割分担を明確にすることが、市民協働の

まちづくりを進める根底であるとも感じてお

ります。パートナーとして地域力の向上を目

指し、公平に広く地域の意見を聴取できるの

か。５年後、１０年後を見定めた集落ビジョ

ンを描き、人口減、高齢化などで限界集落へ

となり得る地域の見通しと、その対応策。住

民自治としての機能を行政が期待し過ぎない

ことなど、課題も生じることも考えられます

が、市長の見解をお聞かせ願います。

次に、私の思いの中で、地域コミュニティ

の活動のさらなる構築、地域力の向上、地域

の理解度、地域との連携、農村振興という観

点から、農村観光都市形成についてお伺いい

たします。

農業と美しい農村風景、四季折々の豊かな

自然景観、それらと連携し、融合した、農村

と都市との交流が各地で広がってきているこ

とは認識しております。食観光、体験観光な

ど、農村ならではの地域資源を、都市住民と

交流を図ることで、農業、農村の振興の位置

づけを理解していただけるものであり、農業

地帯であり、観光地帯でもある本市にとりま

して、交流を促進することは、農業ファン、

観光ファンになっていただける機会の提供に

もなると受けとめているところでもありま

す。また、農村と都市の交流の進展から、人

の流動により移住、定住の要素も含まれてい

るとも感じます。

観光を多彩に売り込めますが、地場産業間
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での連携は確立されているのか。農業と観光

を融合することにより、農村社会へ与える影

響の配慮等、受け入れる側の課題整理、理解

を含め、体制づくりが心配されます。融合も

時としては必要であると考えますが、食、体

験、自然、エコと、すべてにおいて交流が望

まれるのか。地元住民を巻き込んだ農村振興

となるのか。農地の保全、景観維持など、農

業を軸とした取り組みになるのか。互いの役

割を明確にしていかなければ、協働による活

動が成り立たなくなり、目的達成をなし得な

いと考えます。

そこで、お伺いいたします。

これまでに取り組まれた事業と、関係団体

との連携の進捗状況と、課題とは。

農業行政、観光行政として、互いの認識は

どうなのか。

農村地域での観光との融合についての理解

はされているのか。

農村から見る役割と、農村に与える影響

は。また、観光から見る役割とは何か。

農村各地域において、どの地帯を、食、体

験、自然、エコという観光と位置づけられる

のか。

農村と都市の交流から、移住、定住へと促

進するのかをお伺いいたしまして、質問とい

たします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

東海林孝司議員の御質問にお答えをいたし

ます。

１件目の、地域コミュニティについての１

点目、コミュニティ活動の現状でございます

が、現在、２０１の町内会、区会及び３２の

連合会が、町内会、区会及び連合会等設置要

綱に基づきまして、それぞれの地域で自主

的、主体的な活動が進められており、市で

も、住民が協力し合って住みよい地域づくり

が行われることを期待し、その活動を支援し

てきているところでございます。

町内会の数や活動内容は、農事組合の統合

や市街地の一部拡大など、地域の実情や実態

を反映しながら変遷してきておりますが、会

員相互の交流活動のほか、地域清掃やごみス

テーションの管理、資源回収などの環境整備

の活動、防犯灯の設置などを中心とした防犯

活動や交通安全活動、葬儀の運営や共同募金

などの取り組み、市からの広報誌の配達や情

報の伝達などの活動が進められているところ

でございます。

また、連合会におきましても、町内会で実

施が困難なものを含めて、広いエリアの中で

活動が進められております。地域会館を中心

にして、青少年の育成や高齢者の生きがい事

業、防犯、防災、交通安全事業、研修会や講

習会、環境整備事業、健康づくりやレクリ

エーションなどの主体的な事業や、共通する

課題の解決に向けた取り組みが、それぞれの

地域で知恵を出し、工夫し、協力して行われ

ており、また、実施に向けて努力されている

と認識をいたしているところでございます。

地方分権が進んでまいりますと、地方自

立、住民自治に向けた共助、協働によるまち

づくりがますます重要になってきます。コ

ミュニティ活動は、自分たちの地域社会を快

適で住みよいものにしていこうとする自主

的、自発的な協働、共助活動でありますが、

市でもコミュニティ活動を促進し、助長し、

支援、協力する役割があると考えております

ので、引き続き組織の育成と活動の活性化を

支援していくことを通じて、まちづくりの

パートナーシップとして発展していくことに

大きな期待を持っているところでございま

す。

次に、２点目の、コミュニティ活動推進員

の役割と現状でございますが、現在、コミュ

ニティ活動推進員制度を設けて、課長職の職

員を３２の各連合会に担当制で配置しておる

ところでございます。その目的とするところ

は、連合会の会合や活動などへの出席を通じ

て、連合会の組織的活動への指導、助言を

行ったり、地域の日常的な課題を市の部局と

調整し、解決を図っていくなど、地域と市が
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連携しながら地域コミュニティの発展を目指

していくものでございます。

地域によっては、コミュニティ活動推進員

を積極的に活用しているところもございます

が、全体的には十分に機能していない実態が

あると認識をいたしております。それぞれの

組織と活動は、地域の歴史や必然性、住民か

らの熱意や思い、制約など、さまざまな要素

の中から選択されて実施されており、自主

的、自立的、自主性、自立性を損なうことの

ないよう、画一的な視点で地域コミュニティ

を支援することは難しいものがございます

が、コミュニティ活動推進員には行政経験が

豊かな課長職を職務として担当させておりま

すので、初期の目的が推進されるよう、それ

ぞれが自覚を持って連合会との連携を強めて

いくよう進めてまいります。また、地域にも

積極的な活用を促してまいりたいと考えてお

ります。

次に、３点目の、情報発信、人材活用、育

成についてでありますが、コミュニティの推

進には、地域の人たちが課題を共有し、解決

に向けた取り組みを一つ一つ積み重ね、切磋

琢磨していくことが大切だと考えておりま

す。そのため、行政と地域がそれぞれの情報

が交換できるよう、昨年から連合会長会議の

開催内容を懇談型式に変更いたしました。ま

た、昨年から開催しております市長と語ろう

地域懇談会においても、できるだけ情報を伝

え、地域ごとに課題や振興策等についても話

し合い、地域コミュニティの活性化に結びつ

くことを期待し、工夫しながら進めていると

ころでございます。さらに、本年１月から広

報ふらのをリニューアルしたところでござい

ますが、新企画として、コミュニティ３２を

設け、連合会などの特色ある取り組みをレ

ポートして、地域の情報として提供するとと

もに、特集記事の中でも、地域が主体となっ

た事例を取り上げながら、広く情報の発信に

努めているところでございます。

地域コミュニティを担う人材の育成や研修

事業については、富良野市連合町内会協議会

が主体となって行っている連合会、町内会役

員等研修会や、町内会活性化講演会の開催事

業や、北海道町内会連合会や北海道社会福祉

協議会が行っている実践者研修、研究会への

派遣などに支援を行っておりますが、出前講

座の活用推進を含めて、今後も引き続き地域

コミュニティを発展させていくために、情報

発信、人材の育成などに取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、４点目の、部局の設置についてでご

ざいますが、分権時代を迎えて、地域の活動

は要求型から活動型へと変わりつつあるのが

大きな特徴と言えます。全国的に市町村の財

政運営は厳しく、行政はあてにならなくなっ

てきたという見方もございますが、一方で

は、こういう時代だからこそ、地域の人たち

がみずからの責任と判断でともに協力して解

決に向かう、住民自治としての地域力が高

まってきていると感じております。

昨年より、企画振興課に広聴広報担当主幹

を配置いたしまして、地域コミュニティ活動

の活性化を進めてきましたが、行政が地域活

動を支援するに当たっては、行政と地域の役

割分担、すなわち行政が積極的に実施する活

動と、町内会や連合会の主体性にゆだねて推

進するのが望ましい活動について検討してい

くことが重要になりますので、今後、地域と

そのような視点で話し合いを行いながら、地

域コミュニティ活動がより一層発展するよう

取り組んでまいりたいと考えております。

なお、地域協働を専門に推進する部局の設

置についてでございますが、現在、地域防災

組織の結成や、地域福祉計画の推進、ごみリ

サイクル事業の推進、健康増進、児童生徒の

登下校の安全対策など、地域と行政がともに

取り組んでいかなければならない重要な事業

が数多くございますが、いずれも庁内の各担

当部局が地域協働を進めていくためのモデル

基盤をしっかりと主体的につくっていくこと

を最優先とし、専門の部局の設置について

は、機構改革にあわせて検討をしてまいりま

す。
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２件目の、農業行政について、農村観光都

市形成についてでございますが、本市はすぐ

れた山岳・田園・森林風景と、１次産業を中

心とした農業、林業の体験、文化、芸術、学

術、スポーツ、また、すぐれた人材など、さ

まざまな地域資源が存在する観光資源の豊か

な地域であり、これらの観光資源を有機的に

連携することにより、現在、ニーズの高い観

光メニューを開発し、長期滞在型観光を目指

すものでございます。

これまでに取り組まれた事業と関係団体と

の連携の進捗と課題でございますが、農村都

市での長期滞在を促進するためには、通常の

観光資源に加えて、富良野で農村生活体験を

することが観光につながるものであり、農業

者、ＪＡ、ＮＰＯ法人、さらに環境、森林な

どの教育関係者と連携し、体験モニターツ

アーの実施や、受け入れ農家等の体制確立な

どを行ってまいりました。

現在の課題といたしましては、農業者や環

境リサイクル、森林教育、観光関係者を連携

させるコーディネート役を担う組織の確立

と、共通認識を醸成することが最大の課題と

なっているところでございます。

このたび北海道が推進する体験ツーリズム

支援事業で認定を受けましたＮＰＯグリーン

ステージが、観光協会、旅館組合、ホテル、

ファームイン研究会、さらにはアウトドア、

エコツーリズム等体験事業者の総合窓口とし

て、修学旅行を中心に、宣伝誘致及び受け入

れ対応することに決定をいたしたところでご

ざいます。

次に、農業行政、観光行政としての互いの

認識でございますが、基幹産業である農業と

観光が総合的に連携強化することにより、農

業がつくり出す農村景観が観光客を呼び込

み、新鮮で安全・安心な農畜産物を提供、交

流することにより、富良野農業ブランドの確

立やＰＲなど、農業振興にもつながるものと

考えているところでございます。このことか

ら、経済規模の大きい農業と観光との連携が

さらなる地域経済の発展につながるものであ

り、農業行政、観光行政が連携し、緊密な事

業推進をしているところでございます。

次に、農村地域での観光との融合について

の理解につきましては、昭和５６年以降、テ

レビドラマ「北の国から」の放映に伴い、本

市の農村風景の魅力が着目され、多くの観光

客が来られたことにより、交通渋滞や農道へ

の進入など、農作業への影響があったところ

でもございます。しかし、近年、顔の見える

農業や消費者との交流が農業経営にとって重

要になってきており、直売所の設置や観光客

との交流により、観光と農業との連携は強ま

り、理解が深まっているものと考えておりま

すが、今後ともより一層の市民合意形成を

図ってまいりたいと考えております。

次に、農村の役割と、農村に与える影響、

観光の役割でございますが、本市の観光は、

多くの農業者のたゆまぬ努力からつくられた

優良な農村景観が観光資源となっているとこ

ろでございます。観光と農業、農業と観光の

相互理解のもと、農業は農業振興による優良

農地の保全や良好な景観形成、さらに観光は

地元農産物や加工品の消費拡大などの役割を

担い、まさに農業と観光とが連携し、市内経

済を循環させることが、さらなる本市の活性

化につながるものと考えているところでござ

います。

次に、どの地帯を、食、体験、自然、エコ

観光と位置づける考えがあるかについてでご

ざいますが、それぞれが地域を特定するもの

ではなく、広く全地域の中で推進していくも

のと考えているところでございます。

次に、農村と都市との交流から、移住、定

住への促進についてでございますが、本市に

おきましては、既に市外から移住し、定住さ

れた市民がおられます。今後、さらに観光客

として富良野に来られた方が移住を希望さ

れ、定住されるためには、中長期的に滞在で

きる環境を整備することが重要であり、それ

らの取り組みにより、２地域居住、さらには

将来的に移住、定住に結びつく可能性が高ま

るものと考えているところでございます。
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以上。

再質問ございますか。○議長（北猛俊君）

１３番東海林孝司君。

それでは、地域○１３番（東海林孝司君）

コミュニティ活動につきまして、再度質問い

たします。

４項目からなっておりますが、これは委員

会報告で出されたということでありますの

で、私としては、それをまとめて何点かお聞

きしたいと思います。

限られた行財政資源のもと、住民ニーズの

多様化、高度化を踏まえた個性豊かな地域づ

くり、高齢少子化社会への対応など、新たな

課題に直面していると思っております。住民

の意見や地域の実情を反映しながら、より細

かな政策を進め、適切に対処していくために

も、さまざまな手法を活用し、効率的、効果

的な体制を確立するためにも、地域コミュニ

ティ活動というのは重要と考えております。

そういった中、地域の維持が難しくなって

きているという実情もございます。そういっ

た地域崩壊は、自治体の存続の危機でもある

と考えております。そういった地域機能の低

下や、維持困難という現実を直視したとき

に、この地域コミュニティ活動というのを将

来展望の中にどのように位置づけられるの

か、お伺いいたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

東海林議員の再質問○市長（能登芳昭君）

にお答えをいたします。

東海林議員の御質問の中で、地域崩壊化と

いうことが主体的にお話をされたわけでござ

いますけれども、この点につきましては、全

国的にそれぞれ過疎化が進行している状況の

中で、それぞれの地域で、今後どのような方

策を講じて地域のコミュニティ活動ができる

体制をつくっていくかということは、これは

富良野市ばかりでなく、全国的な課題という

状況でございますけれども、本市の状況につ

きましては、それぞれ私は、先ほど御答弁さ

せていただきましたとおり、２０１の町内会

の組織がございます。それから、３２の連合

会組織がございます。そういう中で、これが

現在正しい数値なのかということになります

と、さらにこれからの人口の動向、あるいは

少子高齢化の動向で、地域に住んでいる方々

の動向がどう変わっていくかによって、集約

をしなければならない現状に来るだろうと、

こういう想定を考えているところでございま

して、そういう時点の中で、現行よりはさら

に細かな行政体の、地域の集落の集約をして

いかなければならない、このように考えてい

るところでございます。

もう一つは、行政との中で、集約された集

落が、これからどのような形で、その集落に

おける市政の反映が届くような形にするため

には、もっとやはり推進員の活動の中で、そ

れぞれお互いに地域でできるもの、行政がや

らなければならないもの、こういうものを大

きくきちっと割り振りをした中でやること

が、地域の活性化に進んでいく大きな題目に

なっていくだろうと、このように考えている

ところでございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１３番東海林孝司君。

その地域コミュ○１３番（東海林孝司君）

ニティ活動推進員でありますが、その推進員

の存在をどう示されるのか。地元地域におき

ましても、その推進員の活動というか、役割

が見えてございません。必要性は高まります

が、実情においては、やはりそういった地域

力の低下が見られております。

そういった中、地域を把握し、コミュニ

ティ活動を推進していく、その推進員の役割

は、先ほど答弁ありましたけれども、その推

進員をどう地域に示されていくのか、お伺い

いたします。

御答弁お願いします。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

東海林議員の再質問○市長（能登芳昭君）

にお答えしますけれども、推進員の役割は、

どういう役割をさせるかということで、地域
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との実態把握等ができると私は判断をしてお

ります。推進員も、先ほど申し上げました、

今３２連合会がありますから、連合会ごとに

推進員を置かせていただいて、それぞれ年間

通して推進員の活動分野が多く現在なってき

ております。ですから、そういう要求を受け

入れて、即に判断できる者、そして即判断で

きる能力のある人材、あるいは知識を活用し

て、地域においても十分説明のできる人材を

配置していかなければならないと、これが私

は配置する基本ではないかと、このように考

えております。

その中で、それぞれ本市においては、部を

一つの市長の代役としての担当役として、現

在五つの部を設置しているわけでございます

けれども、それらの部と連携をして、推進員

が役割を果たしていくということでございま

す。特に大きな課題につきましては、それぞ

れ別な角度で課題解決に向けてやる方法もご

ざいますし、直接推進員がそれぞれ集落、あ

るいは連合会、町内会に対しての活動内容に

ついては、基本は連合会を基本としてやって

いるという状況ですから、これがもし連合会

単位でなく町内会単位という形になります

と、広範なやはり集約がなされなければ、な

かなか推進員の活動状況が散漫になってくる

ような状況になりますので、私は、基本は連

合会を主体とした推進のあり方で今後も進め

ていく。その中で、連合会との連絡調整が密

にできる、そういう行政に明るい人材の活動

ができる体制づくりが必要でないかと、この

ように考えているところでございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１３番東海林孝司君。

推進員の活動と○１３番（東海林孝司君）

いうか役割が見えていないというのは事実で

あるということを申し上げます。その中にお

いて、まちづくりに向け、地域づくり活動に

対して、そういった指導や助言、情報提供を

行っていただけるのが、そういう活動をされ

ているのが地域コミュニティ活動推進である

と思っておりますが、その推進員をよりパイ

プ役として円滑に活動を行えるようにするた

めに、側面から、もっと行政側からの専門

の、部局ではなく、専門の人的支援というの

はお考えはございませんか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

専門の推進員を置く○市長（能登芳昭君）

という考えはないかという御質問でございま

すけれども、それぞれの部局に担当課があ

り、担当係を置いて、現在行政が推進されて

いるわけです。推進員の役割というのは、先

ほどから御答弁させていただいているとお

り、連合会単位に、それぞれ地域の要望なり

地域の課題等が、それぞれ部局との連携を密

にできる推進役、パイプ役としての役割が推

進員であると、このように感じて、そのよう

な状況づくりをしているところでございます

から、当然、それらの連絡、パイプ役が十分

に果たされていないというような今御質問の

ように聞こえたわけでございますけれども、

私は、それぞれの地域によって、先ほども御

答弁させていただいた、地域によっての活動

内容は、活動しているところもあれば、活動

していないところも現実にあるということ

が、私も認めざるを得ませんけれども、活動

をしていないという現況ではない状況でござ

いますので、ただいまの御質問に対しまして

も、推進員の役割というのは、それぞれ連合

会を通じた窓口の推進員としての役割を果た

していただける人材育成をあわせた中で進め

てまいりたいと、このようにも考えていると

ころでございます。

続いて御質問ございま○議長（北猛俊君）

すか。

１３番東海林孝司君。

今の私の発言の○１３番（東海林孝司君）

中では、推進員が活動していないというよう

なとらえ方をされたと思いますけれども、そ

ういう意味で言ったのではなくて、誤解があ

れば訂正したいと思います。

その中で、やはり推進員の役割が見えてい
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ないというのは、各地域によっていろいろな

取り組みをなされている、連合会単位でやっ

ているというのもありますけれども、農村部

においては、やはり人が減ってきているとい

う、人口減、高齢化ということで、その地域

の維持すら難しくなってきているのは現状で

あります。そういったこともありますので、

地域コミュニティ活動を通じて、そういった

各地域と協働による社会の継続は重要である

と思っております。

最後になりますけれども、そういった中に

おいて、市長の強い決断とか牽引力を求めら

れると思います。そういった観点から、地域

コミュニティ活動に対する思いをもう一度お

聞かせ願います。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

東海林議員の御質問○市長（能登芳昭君）

にお答えをさせていただきますけれども、現

在の３２連合会というのは、私は、多くもな

く少なくもないという状況でございます。し

かし、これからは人口減がかなり農村部には

予想されることがございますので、そういう

実態をやっぱり踏まえると、それぞれ地域に

よっては、連合会組織があり、さらに地域に

よっては振興会という組織もあるところもご

ざいますから、そういう規模によっての内容

が多少変わってきますけれども、それぞれ振

興会からの御要望、連合会の御要望について

も、大体年１回、定期的に役員との連絡調整

会議というか、御要望にこたえる懇談会を実

施している状況もございますので、それらを

含めて、私は地域を、東海林議員の思いを十

分認識するとともに、私も地域コミュニティ

の活動というものは、これから自治体だけで

なく、地域の方々の協力なしでは、行政は決

して住民自治の確立にはなっていかないと、

こういうように考えておりますので、その意

見を十分くみ取りながら、地域のコミュニ

ティ活動の推進については、十分認識を深め

て任に当たってまいりたいと、このように考

えているところでございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１３番東海林孝司君。

続きまして、農○１３番（東海林孝司君）

村観光都市形成についてお伺いいたします。

今、御答弁の中で、農業と観光を融合さ

せ、展開させていかれるパイプ役、コーディ

ネーター的な方々の整理についてはされてい

るようにとらえました。農村と都市との交

流、農業と観光の融合というのは、新しい、

新たな地域づくりと考えております。

その中で、食ということを取り上げます

と、食の安心・安全には関心が高く、農業農

村の理解を深めてもらえますが、それに観光

というのが加わりますと、またさらに農業農

村のさらなる質の向上を求められることにつ

ながると思います。そういったことで、農業

と観光、互いの役割をきちんと明確にし、相

乗効果が得られるような、そういう実情に応

じた組み立て、その普及に取り組まなけれ

ば、逆効果になると思います。農村に大きな

集客力を求めるとするならば、農業と観光が

連携した戦略として、また、農村と都市との

協働の構築なり、新たなコミュニティの形成

として定着させていかなければならないと

思っておりますが、このことについての御見

解をお伺いいたします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

東海林議員の御質問○市長（能登芳昭君）

にお答えをいたします。

私の農村観光都市形成というものは、富良

野については、農業は基幹産業であります。

もう一つは、観光も基幹産業とした、それら

がともに融合しながら、どう発展させていく

ことが、富良野市の振興、発展につながって

いくというのが私の考え方であります。そう

いう意味からいきますと、農村で得た、俗に

言う食を中心とするものについては、これは

やはり安全を主体とした中で食はつくってい

くのが通例でございますから、そういう中で

は、富良野の食というものはかなり全国的に
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もブランド力がございますから、そういう意

味での効果というのが非常にございます。そ

れから、観光といたしましては、自然景観が

恵まれていますから、そういうものがこの世

紀、求められてきているわけです。ですか

ら、景観を見ながらおいしいものを食べて、

体験をしていくと、こういうのが一つの観光

のルートになってきているわけでございま

す。

ですから、そういう意味からいきますと、

それが一つの基軸となって、一つの交流の滞

在が長くなるような滞在型の観光、ひいて

は、それが移住につながるような状況づくり

の環境づくり、さらには、定住につながって

いくような状況づくりが、これが農村観光都

市形成の環境整備の大きな形成につながって

いく状況であると考えているところでござい

ますので、そういう意味からいきますと、そ

れぞれ富良野の農業の持っている有効な自然

景観と農業の景観を生かす、そして安全でお

いしい食べ物を与える農家の状況、そして観

光に来る人たちをもてなす体験観光を含めた

中での融合が、これからの富良野の農村観光

形成につながっていく基盤づくりになるだろ

うと、このように今考えているところでござ

います。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１３番東海林孝司君。

今、いろいろお○１３番（東海林孝司君）

話をしていただきましたけれども、やはり農

村側から見まして、その辺、答弁にもありま

したけれども、「北の国から」で観光客がふ

えて、農村のほうから見ますと、道路向いの

畑にも行けないような状況、これは当初、こ

ういうことを想定していなかったと思いまし

て、今は改善されていると思いますが、また

新たなそういった場所を設けようとするとき

に、またそういった課題も出てくると思われ

ます。そういった中で、どの地帯を食だの体

験だのという位置づけはないというふうに

おっしゃっていますけれども、仮にある程度

やっぱり場所を決めなければいけないと思い

ます。その場所、付近の住民の理解を得られ

るようにしなければ、また人が来ることに

よっての悪影響を心配するわけであります。

そういった思いがありまして、農村地帯で観

光との融合ということに理解をされているの

かなという質問をしたのですけれども、もう

一度お答えお願いいたします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

東海林議員の再質問○市長（能登芳昭君）

にお答えいたしますけれども、テレビドラマ

の影響で、２５年にわたり、かなりの人が富

良野に来て、特に地区的には麓郷地区にそう

いう現況が実際はないとは私は申しません。

あったという状況はございますけれども、こ

れからの状況といたしましては、やはり先ほ

ど御答弁させていただきましたとおり、体験

する、そして都会でない、田舎でそういう人

間らしい生活を送れるような景観、そして自

然と親しむ、そしておいしい、安全なものを

食べていただく、こういう地域を富良野全体

でつくっていかなければならないという考え

方であります。ですから、特定地域を決め

て、そこだけを農家が被害が起きないような

安全面を打つようなという状況づくりではな

く、総体的にやりますから、当然、そういう

影響的なものがこれからも出てくるかもしれ

ません。そういう状況がやはり出てくるとい

うことになれば、それらに対しては、行政も

農家の方々に十分そういう状況を踏まえなが

ら対応を考えていかなければなりませんし、

要は私は、観光というのは、全部いいという

ことにはなりません。やはり環境を破壊する

状況も生まれるかもしれません。しかし、そ

れらの動向を見ながら、やはり環境と観光が

融合してやれる体制づくりが、富良野のこれ

からの環境のあり方ではないかと、このよう

に考えておりますので、ただいまの御質問に

対しましては、そういう事態の起きないよう

に対応を考えていく、それから、地域は限定

をしないということで御理解をしていただき
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たいと、このように思うところでございま

す。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１３番東海林孝司君。

続きまして、交○１３番（東海林孝司君）

流から移住、定住ということについてお聞き

いたします。

団塊の世代を中心に、若い世代にも注目さ

れている農村との交流、農村での生活であり

ますが、その際、やっぱり課題となるのが、

地元住民との人間関係、人口増による経済効

果を期待し、自治体や関連団体などが都市住

民の移住に過度に期待するということが挙げ

られると思います。そういった農村環境にお

きましても、地域住民の合意型の取り組みと

していかなければならないと考えております

が、そのことをお聞きいたします。

また、団塊世代、若い世代に照準を合わせ

た取り組みの考え方もお聞きいたします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

東海林議員の御質問○市長（能登芳昭君）

にお答えいたします。

将来、富良野は、農村観光都市形成の中

で、第一弾として、交流を主体とした形がこ

れから進んでまいると感じます。

その中で、先ほども御答弁させていただき

ましたとおり、移住につきましては、私の状

況では、ことしに入りましても結構移住をし

てきていると記憶をしておりますけれども、

人数的にも、少なくても１０人前後は富良野

に入ってきていると受けとめておるところで

ございます。

そういう中で、なぜ富良野に来たいかとい

うことが、やはり団塊の世代で、富良野近辺

の出身で、将来、富良野に戻ってきたいと、

こういう願望の方々が多いわけでございます

し、さらに若い人に至っては、ニート族では

ございませんけれども、それに類する方が、

過日、職員住宅に入居をさせたところでござ

いまして、これは将来、富良野で農業につく

か、他の職業につくか、まだ明確ではござい

ませんけれども、そういう意欲を持って、富

良野に住みたいという若者が最近出てきてる

ということは、私は歓迎すべきことだと考え

ておりますので、それらの人たちに十分理解

のできる対応をしながら、これからもそうい

う若い人が入ってきてくれる窓口というの

は、今、企画振興課の企画振興係に置いてお

りますから、７月中の１カ月で、ホームペー

ジでは約３,０００件近い照会はございま

す。ですから、そういう照会を通じて、これ

から、職業がなかなか見つかりませんけれど

も、適合するような状況もあわせながら考え

て、その対応に当たっていく状況づくりがこ

れから求められる状況であるということです

から、私は、交流を深める一つの形から、移

住につながっていく状況づくりをする、さら

に定住につながる、三つの形を段階を踏みな

がらやっていくことが、これからの富良野の

人口を定着させる一つの手段であるというこ

とを申し上げておきたいと、このように思い

ます。

団塊の世代につきましては、これはなかな

か、それぞれ全国でやっている状況の中で見

ますと、あるテレビで、「人生の楽園」とい

うテレビが毎週やっておりますけれども、私

もあれを見ているのですけれども、やはり北

海道の厳しい状況に住んでいただくというの

は、まず定住よりも交流をしていただいて、

そして交流から移住に移る、そういう状況づ

くりが私は必要でないかと、団塊の世代につ

いてはそういう状況が感じられますので、そ

れらを含めて、窓口が企画振興課の企画振興

係でやっておりますので、そこでそういう選

択の分野をしながら対応に当たってまいりた

いと、このように考えているところでござい

ます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。よろしいですか。

以上で、東海林孝司君の質問は、終了いた

しました。

ここで、１０分間休憩いたします。
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───────────────

午前１０時５６分 休憩

午前１１時０６分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

ここで、市長より、先ほどの答弁について

発言の申し出がございましたので、これを許

可いたします。

市長能登芳昭君。

先ほどの東海林議員○市長（能登芳昭君）

の答弁の中で、職員住宅という形で発言をさ

せていただきましたけれども、職員住宅とい

うことではなく、教職員住宅で、未利用財産

の利活用推進委員会で貸し出しを決定いたし

まして、公募により募集し、入居させたとい

うことでございますので、舌足らずで、答弁

を訂正させていただきたいと思います。

以上でございます。

次に、宮田均君の質問○議長（北猛俊君）

を行います。

２番宮田均君。

－登壇－○２番（宮田均君）

早速質問させていただきたいと思います。

中心市街地活性化について。

駅前再開発における検証について。

まず、駅前広場利用について質問させてい

ただきます。

本年５月１日より１２月２０日の間、駅前

広場は交通規制により営業車だけの利用とな

り、一般市民、観光客、身障者、歩行者など

への配慮が全く感じられず、多くの一般車の

送迎は朝日通カーブに停車し、両側停車など

が非常に危険であった。観光客も、駅観光イ

ンフォメーションへの利用が不便を極め、利

用減と聞いている。例年に比べインフォメー

ション機能が低下したことは、市内住民の観

光客の問い合わせが多くなったと聞くことか

らもうかがわれる。駅売店、駅飲食店の売り

上げも半分になったと聞いております。天候

の悪い日、雨降りなど、大きな荷物を持ち、

走る姿が目につきました。営業車、バス、タ

クシーと同じ目線で、どうして市民、観光

客、身障者などへの配慮ができなかったのか

を質問します。

また、駅広一般駐車場は２３台分と聞きま

すが、長時間駐車などを含むと、駐車場が足

りないのではないかと思われますが、長期駐

車の整理含めまして、どのように考えている

のか、お聞きいたします。

２点目、ふらっと、エーコープ前駐車場は

５３台駐車可能とお聞きしますが、月曜日の

ふらっとが休み以外の日は混雑し、使いにく

いというのが現状でございます。トライアル

店舗利用者、ふらっと、エーコープ利用者、

その他商店街などにとっても、再開発地区に

おける駐車場が足りないと思いますが、考え

をお聞きいたします。

また、大型バス対応の駐車場、トイレが足

りないと思いますが、あわせてお聞きいたし

ます。

３点目、区域内のリバーサイドモールの整

備と、今後どのようになっているのか、お聞

かせ願いたいと思います。

続いて、協会病院跡地の利用の考え方につ

いてお伺いいたします。

今１２月には、土地交換の手続が終わると

お聞きするところですが、民間の土地から市

の土地となり、公の立場としての市が、市民

のためにどのように跡地利用を考えているの

か。また、当面空き地が続くようであれば、

利用の考えはないのか、お聞きいたします。

続いて、市職員の市民参加についてお伺い

いたします。

各民間団体開催行事、市開催行事などへの

市職員の参加が極めて少ない。市民として、

市職員として、強制するわけではありません

が、転んだお年寄りを助ける、人として、地

域のこれからの方向性を市民と一緒に考える

エキスパートとして、積極的に参加すべきで

はないでしょうか。お聞きいたします。

続いて、布部川上流部砂防工事についてお

伺いいたします。

昭和３８年の大洪水時には、布礼別地区、
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麓郷地区の災害は言うまでもありません。１

００年に１度、５０年に１度、３０年に１度

を想定し、対策が講じられている、この布部

川砂防工事について、２点について質問させ

ていただきます。

１点目、河川環境調査の状況について。

２点目、布部８８カ所、１００年以上の自

然河畔林がある現状ですが、今の計画では、

伐採し、河川にすると聞きますが、工法その

他、環境との共生を考えた施策は出されな

かったのか、質問いたします。

以上、１回目の質問とさせていただきま

す。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

宮田議員の御質問にお答えいたします。

１件目の、中心市街地活性化についての１

点目、駅前再開発における検証でございます

が、富良野駅前地区の活性化事業は、平成１

０年ころから全国的にクローズアップされて

きた中心市街地の空洞化から、本市におきま

しても、空き地、空き店舗の増加などによ

り、沈滞する中心市街地及び周辺地域全体の

商業基盤の振興を目的に、ＪＲ富良野駅前地

区を重点地区として、平成１４年度事業着

手、平成２０年度完成を予定する中で、駅前

広場は、旭川土木現業所にて、平成１９年度

単年度工事として着手され、１２月２０日、

工事完了に伴い、供用開始をいたすところで

ございます。

御質問の交通規制につきましては、工事期

間中の広場利用は、公共交通機関の車両のみ

に制限をさせていただき、ＪＲ富良野駅路線

バス、タクシーを利用される市民並びに観光

客の利便性の確保から、利用形態といたした

ところであり、一般車両へは、誘導看板、臨

時駐車場などを施し、対応してまいりまし

た。工事期間中は、市民、観光客など、御理

解をいただき、御迷惑をおかけいたしました

が、順調に工事が取り進められたところでご

ざいます。

次に、駐車場につきましては、駅前広場利

用者用駐車場として、身障者用駐車スペース

２台を含み、２３台が配置され、東西自由通

路に隣接する駅東側駐車場には１３台の駐車

場が設置されたところでございます。なお、

完成後の駅前広場には利用者心得看板を設置

するところでございますが、長時間駐車や、

駅前広場利用者以外の利用が見受けられる状

況におかれましては、広報誌などの活用によ

り、市民への周知、啓蒙に努め、対処してま

いります。

次に、駐車場とトイレにつきましては、さ

きの第２回定例会で宮田議員の御質問にお答

えいたしましたように、平成２０年度、駅前

北公園にバス２台の駐車場整備を予定をして

いるところでございます。

次に、トイレ利用につきましては、駅周辺

には中心街活性化センターなど４カ所が設置

され、男子は小便器１３基、大便器７基、女

子は１４基、障がい者用トイレは１基があ

り、観光客等の利用が可能と考えているとこ

ろでございます。

次に、駅前土地区画整理事業の街区道路の

無頭川リバーサイドモールの整備につきまし

ては、平成１５年度、無頭川雨水幹線整備事

業により、補助事業の採択要件からボックス

化となり、街区道路の整備のあり方について

は、平成１６年度より、地域関係者で構成す

る権利者、経営者の会と検討を重ねてまいり

ました。本年度より、新相生商店街振興組合

の代表者の方が加わり、富良野の自然をイ

メージし、北海へそ祭りの隣接会場に相応し

た整備により、地域のにぎわいの創出と活性

化に向けて議論が進められており、整備計画

が明らかになった段階で公表に努めてまいり

たいと考えているところでございます。

次に、２点目の、協会病院跡地利用の考え

方についてでございますが、さきの第２回定

例会において、菊地議員の御質問に御答弁を

いたしましたが、跡地利活用につきまして

は、富良野市中心市街地との都市機能の増進

と地域の活性化を総合的に、かつくにい跡地
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の利活用含め、一体的に検討することが重要

と認識し、新富良野市中心市街地活性化基本

計画に位置づけを行い、富良野市中心市街地

活性化協議会との連携により、年度内の計画

策定を考えているところでございます。

現在、富良野市中心市街地活性化協議会に

おいて、運営委員会と委員を含め、２８名に

よる四つの各施設、ソフトイベント、まちな

か居住、交通体系の専門部会を設置し、検討

が続けられているところでございます。検討

に当たっては、経済産業省直轄の助言指導モ

デル地区として認定を受け、市民アンケート

の実施や、北海道経済産業局の支援により、

学識経験者を交えた３回の研修会が開催さ

れ、さらには北海道開発局の中心市街地活性

化支援プロジェクトモデル地区の認定を受

け、東京大学教授によるまちなか研修会を２

回開催するなど、上部官庁の指導、支援と助

言をいただきながら、都市機能の増進と、７

７ヘクタールの中心市街地の活性化に向け

て、総合的な角度から、まちづくりについて

精力的に議論が展開されているところでござ

います。

また、空き地利用につきましては、当面の

期間については、イベント等の活用について

検討がされているところでございます。

２件目の、市職員の市民参加についての各

行事への参加についてお答えをいたします。

市並びに各関係団体等主催の各種行事や講

演会等の開催につきましては、事前に市職員

に対し、担当部局から庁内ＬＡＮの掲示板等

を通じて案内通知をしているところでござい

ます。しかしながら、職員の参加は任意によ

るもので、特に土、日にかけては、平日にで

きない職員おのおののさまざまな事情や用務

も重なり、結果的には非常に少ない行事参加

もあることは確かでございます。なお、市職

員は、勤務時間外や土、日、休日等にかけ

て、各種ボランティア活動や、さまざまな市

民団体への参加もしている実態もございま

す。今後もこのような市民活動への積極的参

加を奨励しながら進めていかなければならな

いものと考えており、各種行事等の参加につ

いても、開催趣旨の理解協力を求め、より一

層の参加を促進しながら、周知徹底を図って

まいりたい。

３件目の、布部川上流部砂防工事について

お答えをいたします。

１点目の、河川環境調査の状況につきまし

ては、布部川は過去に幾度となく土砂、洪

水、氾濫を繰り返し、下流部地域に甚大な被

害を受けていることから、平成９年に布部川

改修期成会が発足し、地域住民の生命及び財

産を守るため、抜本的な対策として、布部川

河川改修の事業採択に向けた要望活動を展開

し、平成１２年に砂防地域の指定を受けて、

火山砂防事業として、同年、事業着手となっ

たところでございます。

御質問の河川環境調査につきましては、平

成１０年度に実施しており、その内容は、基

調調査、植物などの植生及び土地利用調査、

魚と動物に関しての調査を行っており、その

結果、魚類、鳥類、両生類、は虫類、昆虫類

等が布部川流域に多く生息していることが確

認をされ、地域住民に説明するとともに、広

く市民へ周知するため、平成１３年８月に、

市役所市民ロビーにおいて事業内容等を縦覧

し、パンフレットの配布をしてまいりまし

た。工事につきましては、平成９年度、河川

法が改正され、新河川法に基づき、自然景観

と災害に配慮した従来の流路工法から、渓流

保全工法に変えて、平成１２年から実施をし

ていると伺っておるところでございます。

次に、２点目の、自然河畔林と環境の共生

についてでありますが、布部川砂防工事につ

きましては、計画時から、従来の砂防事業で

用いられた砂防ダムや、河床をコンクリート

やブロックで固めるといった工法を採用せ

ず、可能な限り渓流環境を生かし、極力河畔

林を残し、コンクリート構造物はなるべく見

えなくするような工法を取り入れ、計画時か

ら地元地域住民並びに期成会と十分な協議を

行った上で工事を進めてきていると伺ってお

ります。北麓郷落合橋付近の工事は終点地区
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として、東大演習林及び関係地権者の理解を

得て、用地買収及び支障物件等の移転が平成

１８年度に完了しており、今後とも計画に

沿って、河道断面を確保するため、支障とな

る範囲内で伐採し、最小限の河道を確保する

と伺っておるところでございます。

以上であります。

再質問ございますか。○議長（北猛俊君）

２番宮田均君。

まず、１点目の駅前広○２番（宮田均君）

場の利用の質問についてお伺いいたします。

市長答弁にございましたように、中心市街

地の空洞化から、本市におきまして、中心市

街地、そして周辺地域全体の商業の再開発が

始まったわけです。その中で、今、駅前広場

の、５月から１２月の駅前広場に一般車が入

れないという現状につきましてお伺いいたし

ます。再質問します。

これについては、４月の末からのゴールデ

ンウィーク、そしてあの夏場、このことにつ

いては、非常に現状として、現場を見た限

り、非常に一般市民、そして観光客、そして

歩行者、道路をわたる歩道、それについても

非常にわかりにくく、非常に一般市民その他

の方にわかりにくい、そして利用しにくい状

況が続いたわけですが、この現場の状況を、

やはり市ではどのように把握して、どのよう

に対応したのかということが一番見られるわ

けです。どのように感じて、どのように対策

をとったのかということが非常に問われるわ

けです。誘導看板とか臨時駐車場などもでき

ておりましたけれども、非常に遠く、使いに

くかったというようなことがあります。この

検証については、１２月２０日からは通るこ

とになるわけですけれども、この計画自体、

駅前の計画自体が、環境と、そして歩行者の

通路、そしてその中で、駅前の実際の食堂そ

の他、駅前の商店街にも駐車場が使えなかっ

たというようなことでも影響が出たというこ

とについては、非常に私は問題だったと。当

初の言っていたことから改善されないまま

に、１２月２０日まで、市民に我慢しろとい

うようなことで、私は何度も言ってきました

が、その点についてもう一度お考えをお聞か

せ願いたいと思います。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

宮田議員の再質問に○市長（能登芳昭君）

お答えをさせていただきますけれども、この

件につきましては、中心街整備推進室長から

お答えをさせていただきます。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

中心街整備推進室長細川一美君。

宮田○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の質問にお答えいたします。

工事期間中を含めまして、駅前の交通規制

等で一般車両等の駐車等、あるいはまた商店

街、さらには周辺の皆様方に大変御迷惑をか

けたということでの話かと思ってございま

す。

この件につきましては、議員、６月議会、

また、広瀬議員の御質問等もございまして、

私どもといたしましては、この事業につきま

しては、本年度単年度事業として北海道が施

行されるという中におきまして、市民並びに

観光客の御理解をいただきながらこの工事を

進めていきたいと、そういう中でこの工事が

取り進められたと考えてございます。

議員御指摘のように、この期間中、いろい

ろな形の中で御不便な点は多々あったという

ふうに、それは私ども承知いたしてございま

す。そういった中で、駐車場の確保、あるい

は障がい者等の駐車場等々、さらには観光客

への臨時駐車場の配置等、こういったもの

を、周知看板等を配置をしながら、また、利

用者に対しましては、誘導路、こういったも

のを設けながら安全確保に努めさせていただ

いたと思ってございますし、また、工事業者

等におきましても、市民あるいは観光客が往

来する場合においては誘導をするということ

で、そういう中でこの工事が一定程度進めら

れたと思ってございます。この工事を確実に

年内に終わらすためには、一定程度の市民並
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びに観光客の理解をいただきながら進めさせ

てもらうということが、私どもといたしまし

てもそういう視点に立ちながら、今回の５月

以降の工事が進められたとなってございます

ので、その辺につきまして、御理解をいただ

きたいと思ってございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

２番宮田均君。

今の中で、今後、観光○２番（宮田均君）

インフォメーションの位置もどうなるかわか

りませんけれども、観光客の利用について、

観光客が、今の臨時駐車場ございましたけれ

ども、どこの位置にとめて、どのように観光

インフォメーションを利用するというお考え

なのか、その点と、営業車、一般の駐車場、

一般の送迎の場所が２台分となっております

が、この２台分について、これは観光客、旅

館業などの送迎の場合においても、この２台

だけになるのか、今後どのようになるのかの

点についてお伺いいたします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

中心街整備推進室長細川一美君。

宮田○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の御質問にお答えいたします。

一つには、駅前観光インフォメーションの

今後の駐車場等の御質問かと思います。

私どもといたしましては、この駅前広場

は、基本的にはＪＲ、あるいはバス、タク

シー、こういった駅前機能としての利用施設

となってございまして、そういった中におき

まして、観光インフォメーション等に訪れる

方等につきましては、今後におきましても、

まちなかを含めた中で全体的な中で駐車場と

いうものは、いわゆる観光客等についてはま

ちなかを回遊いただける、そういった中にお

きながら、市内全体の中で今後においての駐

車場の確保ということが必要になるのではな

いかと考えてございます。現状、インフォ

メーション等の御利用される方等について

は、駅前広場、あるいは周辺にございます駐

車場、こういったところを活用していただき

ながら、インフォメーション等の御利用をい

ただくという考え方に立っているところでご

ざいます。

また、営業車の関係等につきましては、タ

クシーの乗降場といたしまして、駅前広場に

は４台の乗降場、さらには、タクシーのプー

ルとしまして１２台の駐車場がプールとして

ございます。こういう中におきまして、営業

車等につきましては、これらの乗降場を活用

していただきながら、駐車、利用者等の乗降

をお願いする形になりますし、また、一般利

用者等の駐車場の確保につきましては、議員

御指摘のように、身障者を含めまして２３台

の整備がこの駅前広場に台数として確保され

るところでございます。

特に議員がお話ございましたように、一般

車両等がその中において乗降する部分につい

ては、２台の箇所ということでございまし

て、当然、市民、あるいは観光客等が乗降さ

れるにおいては、いわゆる台数的に不足をし

ているのではないかということかと考えられ

るわけでありますけれども、やはりその時々

の利用状況、市民の利用状況に応じた中にお

いて、乗降場を活用していただきながら、順

次降車をしていただく、あるいは乗車をして

いただくという中から、この駐車場等の活用

を図っていただくという形を、私どものほう

もそのように考えているところでございま

す。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

２番宮田均君。

今の中で、観光客が非○２番（宮田均君）

常にわかりやすく車をとめて、そして観光イ

ンフォメーションに行くという動線をやはり

どのように考えているのか。あるいは今、ふ

らっとのあるほうから駐車した場合に、朝日

通をわたって、また観光インフォメーション

に行くといった場合については、まだ歩道の

設置も、どこにつくのかということは決まっ

ていない状況だと思います。そのような動線
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を含めたことで、どこにどのようにとめて、

インフォメーションが利用しやすいような状

況になるのかということについて、もう一度

お伺いいたします。歩道も含めてです。

それからもう一つ、旅館、送迎含めて、一

般の送迎は２台分ということで設置されてお

ります。計画されておりますが、このことに

ついても、実に駅の２３台ある駐車場に旅館

の車が駐車して、お客様をそこまで誘導する

ということになるのか。やっぱり送迎という

のは、送迎の駐停車する場所に停車して、ス

ムーズに乗っていただくというのが迎える側

の心配りではないかと思いますが、その点に

ついてもう一度、具体的に２台で間に合うの

か。そして、今後もその２台分だけで進めて

いくのかということについてお聞きいたしま

す。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

中心街整備推進室長細川一美君。

宮田○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の質問にお答えいたします。

まず、観光客を含めたインフォメーション

への誘導動線ということの御質問であろうか

と思います。

この件につきましては、先ほども申しまし

たように、駅前広場を御利用いただきなが

ら、観光客等が立ち寄る場合も、これは広場

利用の中には考えられると私どもも思ってご

ざいます。そういう中におきまして、やはり

インフォメーションへの誘導という部分につ

いては、全体的に広場の中では誘導看板等は

設置はされてございませんけれども、私ども

の市の観光パンフレット、こういったものを

活用しながら、ある面ではそういう対応をし

ていく必要性があるのかなと考えてございま

す。

また、もう１点、歩道の関係とありますけ

れども、これについては、今のお話の中から

いきますと、横断歩道の設置という御質問か

と私のほうで理解させていただいて、答弁を

させていただきます。

駅前の朝日通等を横断される方等が多くお

られるという中において、非常に危険性があ

るということの御指摘と私ども判断させてい

ただきます。そういう中で、一つとしまして

は、東４条通の交差点、これにつきまして

は、市道の朝日通との交差点ということで、

ここに相生通の部分に横断歩道が設置をされ

ます。もう１カ所、私どもとしましては、現

在、ふらっとより北公園に向かっているとこ

ろに歩行者専用道路がございます。この部分

の横断歩道を設置をしていきたいという考え

方でございますけれども、交通安全上の関係

等含めて、公安委員会等では、信号機の設置

という義務と、あるいは交差点、富良野バス

の前の部分が曲線ということ等もございまし

て、現在の中では設置の最終決定と至ってい

ないというふうに御理解をいただきたいと

思ってございます。

次に、一般車両等の駐車台数２台というこ

とで、いろいろな面での送迎等々でお使いに

なるということでございますけれども、こう

いったことにつきましても、前段で答弁させ

ていただきましたように、ある面では台数と

いうものは２台というふうに、これは基準と

して積算上でなってございますけれども、そ

の状況、状況に応じての汎用的利用というも

のが、一般市民等々含めて利用されるもので

はないかなと思ってございます。常時、長時

間的な駐車をされるというものではないかと

思いますので、そういった中で、汎用的に使

われるものではないかと思ってございます。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

２番宮田均君。

それと、２点目の、ふ○２番（宮田均君）

らっと、エーコープ前駐車場のことなのです

が、これの長期駐車の整理、これをどのよう

にとっていくかということで、先ほど御答弁

いただきました。なかなか、前回も駅前の駐

車場あたり、長時間の除雪などには、広報そ

の他、回答もございましたように、周知、あ

るいは車に貼ったりして周知していたわけで
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すけれども、後を絶たなかったということも

ございます。今後の新しいやっぱり対策が望

まれるところなのですが、その点についても

う一度お伺いしますのと、大型バスの対応と

いうのは、やはり北の国から資料館など、大

型バスが２台駐車可能と聞きましたけれど

も、大型バス２台以上という場合が多々見ら

れます。大型バスがあそこの路上に駐車いた

しまして、資料館を利用しているということ

も含めて、どのように考えているのか。そし

て、大型バス、駐車した場合に、例えばトイ

レタイムのときなども含めまして、１０分か

ら１５分ということで、３台分の人員が、答

弁ございましたけれども、全部で小便器が１

３基とか、ばらばらになっているわけです。

これはやはり一つにまとめて、１０分、１５

分でやはり旅行会社は用が足せる施設という

ものが望まれますが、駅前が、私はそういう

ような施設にはなっていないということで、

この２点についてお伺いいたします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

中心街整備推進室長細川一美君。

宮田○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の質問にお答えいたします。

ふらっとの駐車場が非常に狭いのではない

かということの御質問かと思います。

議員御質問のように、この駐車場について

は、駐車台数としましては５３台の駐車場と

なってございます。施設のオープン以来、ふ

らっとには１日当たり約２５０人規模の方が

利用されてございますし、また、エーコープ

には１日約７００人程度の方がここに利用さ

れているということでお聞きをしてございま

す。私ども、開設、４月以降、私も現地を視

察してございますけれども、夏場の期間中に

おいては、ある程度の駐車場等については空

きスペース等があったかなと思ってございま

す。特に冬場になりまして、施設を利用され

る方等においては、車の利用者が最近多く

なってきているのかなというふうに、私ど

も、そのように増加傾向にあるということは

十分認識をしてございます。やはりこれらの

駐車場等におきましては、ただいま議員お話

がございましたように、一部駐車場利用者以

外等の利用されているという方も一部見受け

られるということもございまして、これらに

つきましては、施設の管理者、指定管理者等

含めまして、また、ＪＡのエーコープとも協

議をさせていただいた中におきまして、いわ

ゆる利用者以外につきましては、駐車の御遠

慮いただくチラシ、こういったものを車両の

窓ガラス等に貼付をしながら、注意の喚起を

行っているという状況にございます。今後に

おきましても、駐車場の問題というものにつ

きましては、やはり駅前のみならず、全体的

な部分での駐車場ということも、駅周辺にご

ざいます総計で５２６台の駐車場が現状とし

てございます。こういった駐車場をより多く

利用いただくことも含めながら、ここの駐車

場等の課題については、一定程度、そういっ

たことを住民に周知をするようなことも含め

ながらしていきたいと思ってございます。

次に、大型バス等が２台ということで、来

年度整備ということの部分で、それ以上に道

路等に駐車がされている状況があるのではな

いかという部分での御質問かと思います。

議員の御質問いただいている部分におきま

して、一般車両等の駐車場も非常に手狭とい

う状況の中において、最低限、２台等の確保

という考え方で進めざるを得ないということ

をひとつ御理解をいただきたいと思ってござ

います。

トイレの問題等につきましても、今申しま

した部分での中心街活性化センターほか４カ

所にございます。市といたしましても、これ

らのトイレの活用等につきましては、観光チ

ラシの富良野マップ等、こういったものに掲

載をしながら周知を図っていく必要性がある

のかなと思ってございます。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

２番宮田均君。

３点目のリバーサイド○２番（宮田均君）
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モールの整備の、今後どのようになっていく

かという回答の中で、地域、関係者等、構成

する中で検討を重ねてきたということで、大

体これはどのようになったかというのは、大

体形が見えてきたのではないかということで

現地のほうから聞いておりますが、その点は

どうなのでしょう。大体の形というのは、現

時点ではまだ決まっていないのでしょうか。

それとも、もう発表できるようなところまで

来たのでしょうか。その点についてお伺いし

ます。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

中心街整備推進室長細川一美君。

宮田○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の御質問にお答えいたします。

無頭川のリバーサイド関係の現状につい

て、どのように進められてきて、どのように

なってきているかということの御質問かと思

います。

先ほどの御答弁でもさせていただきました

ように、権利者の会、あるいは商店街の方等

含めまして、改めましてこのリバーサイドの

関係につきましては、緑と水辺空間と、そう

いったことを含めた中において、イベント時

の活用、さらには商店街、さらにはまた、へ

そ祭り等、こういったものを一つのにぎわい

の創出と、そういった視点で、現在これらに

ついて、まだ現状としては、モール整備につ

いて検討状況にあるという考え方でございま

す。

その中でも、特に水の関係等については、

地下水の確保の問題、あるいは枯渇等の問

題、さらには維持管理経費等、こういったも

のがまだ課題に残ってございますけれども、

いろいろな面を含めまして、議論を重ねなが

ら今後進めていくという考えで、これらを含

めまして、整備計画が明らかになった段階

で、改めて公表に努めてまいりたいと考えて

ございます。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

２番宮田均君。

今、リバーサイドモー○２番（宮田均君）

ルの関係で、にぎわいのあるリバーサイド

モールというようなことで、緑と機能的なこ

とということでお聞きしましたが、これは駅

前地区でもございました。環境を考えた緑

が、いつの間にかやはり最初の計画とは変

わってきて、緑の木がなくなったり、それが

どういうふうにして、市民に知らされないま

まに、地域と決まったことが、そのまま計画

が進められていったというようなことは、や

はり最後のリバーサイドモールのことについ

ては、しっかりと地権者との話し合い、そし

て市の考え、それが市民に公表されていく、

そういう過程がしっかりと見えるべきだと。

これは駅前の全体的な考え、要するに駅橋上

化の中止、あるいは、市民が再開発におけ

る、やはり再開発してよかった、駅前地区に

行ってみたい、本当に駅前がよくなったとい

う、市民の声が反映されるような、これは最

後の事業だと考えます。これについては、や

はりこのリバーサイドモール、これが環境面

と、やはり防災からの考え方、こういうこと

も含めて取り入れていくべき、そして緑が確

保されるべきと考えます。そういう中で全体

的な計画を進めていただきたいと思います

が、その点について質問させていただきま

す。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

中心街整備推進室長細川一美君。

宮田○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の質問にお答えいたします。

先ほども答弁させていただきましたよう

に、この無頭川のモール整備につきまして

は、緑と水辺空間というものを基本としなが

ら、町のにぎわいの活性化の拠点というの

が、このモールとしての大きな役割を持って

いるかと思います。そういった意味合いで、

今、議員御指摘をいただいたことも含めなが

ら、さらにまた権利者の会、あるいは商店

街、こういったところとも十分打ち合わせを

しながら進めさせていただきたいと思ってご
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ざいます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

２番宮田均君。

そこで、大体７７ヘク○２番（宮田均君）

タールの中心街の活性化の中で、やはり駅前

再開発における検証、市民がどのように思っ

て、どのように考えて、これから駅前地区で

検証されたことが、中心市街地の活性化の中

で取り入れられるべきと、そして市のほうも

そういうふうに認識していると思いますが、

この中心市街地の検証と、今後の中心市街地

７７ヘクタールの反省、検証と、今後のまち

づくりについての考え方を聞かせていただき

たいと思います。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

宮田議員の再々質問○市長（能登芳昭君）

にお答えをさせていただきます。

駅前再開発含めた検証の中で、事前に２０

年度完成ということで、道事業とあわせて

やってきたわけでございますけれども、その

検証の中で、実際に市民の健康増進を守るふ

らっと的なものは、今、市民の御協力を得

て、目標数字を大幅に上回る状況が出てき

た。そういうことになりますと、あそこのふ

らっとを中心とする店舗の関係も、お客さん

が入ってきている状況もございますし、駅前

もバスターミナル的なものをきちっと私は整

備したと考えております。今後、汽車を通じ

て、あるいはバスを通じて、それぞれ四つの

バス会社が、あそこにバスが入ってきて乗降

発着という形ができたわけですから、そうい

う意味においても、富良野の駅前に集約でき

たということは、これから検証する中で大き

なプラスになっていくだろうと、そういう認

識をいたしているところでございます。

それから、今後、７７ヘクタールの中で、

富良野全体が、駅前だけが人が集まればいい

というものではございません。町の中全体が

どうにぎわいになるような状況づくりをする

かということで、ただいまから、御質問ござ

いました協会病院の跡地の問題、それからく

にいさんの跡地の問題、こういうものと連携

をする中で、駅前を通じた、俗に言う遊び心

を持った町並みができるような、そういう形

成の中で、富良野の市街地に観光客及び市民

の方々が集まってくれるような、そういうも

のをつくり上げてこそ、駅前も生きてくる、

実際に行った検証の中がさらに生かされる状

況が出てくるだろうと、こういう総合判断を

いたしているところでございますので、その

点、ひとつ十分御理解を賜りたいと、このよ

うに感ずるところでございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

２番宮田均君。

協会病院の跡地利用の○２番（宮田均君）

考え方についてお伺いいたします。

この土地が公の立場として、今、多々の団

体、各種、利用の検討が行われているという

ことでお聞きいたしました。私は、やはり市

の土地ということからも、にぎわい、そして

７７ヘクタールの中心街の活性化、この中の

一助とする中で、公の土地ということで、市

民の直接的な、やはり役に立つ場所であって

ほしいと思います。その立場の中では、例え

ば市窓口の時間外の窓口の設置とか、あるい

は市役所内にもあるＡＴＭの設置、トイレの

設置、観光インフォメーション、そして先ほ

ども質問ありましたが、農村観光としての農

業と商業観光の接点とか、そういうような公

的な意味合いが多く含まれている、そういう

計画であってほしいと思いますが、その点に

ついてお伺いいたします。

それから、駅前集客の機能を例えばどのよ

うに考えているのかということについてお伺

いいたします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

宮田議員の再質問に○市長（能登芳昭君）

お答えを申し上げます。

協会病院の跡地活用についてでございます

けれども、今、御質問の内容をお聞きしてい
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ますと、官主導の形のものをつくり上げてい

くことが望ましいという御発言に聞こえたわ

けでございますけれども、先ほど御答弁させ

ていただいたとおり、法定協議会の中で、そ

れぞれ実行委員会をつくりまして、実施委員

会をつくりまして、その構想を練っている段

階でございますから、民間の発想を十分取り

入れた中で活用を図っていただくというのが

私は基本でないだろうかと。その中で、今御

質問あった行政的なものが必要なのかどう

か、こういう協議が最終的に市民も交えた中

で行われると認識をいたしているところでご

ざいまして、現在の段階では、恐らく市民の

総意のもとにそういう構想が練られてくるだ

ろうと私は考えているところでございますの

で、その点でひとつ御理解を賜りたい、この

ように感ずるところでございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

２番宮田均君。

官主導の計画という意○２番（宮田均君）

味合いでとられましたが、大変失礼しまし

た。ただ、私も民間主導、これは民間の考え

でというのは必要なことだと思います。しか

し、やはり民間の考え方と市の考え方という

のがどのように整合性を持って、今後この計

画の中に盛り込まれていくのかというのが非

常に問題であると思います。このことについ

ては、やはり民間からの、その点について再

度質問させていただきます。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

宮田議員の再々質問○市長（能登芳昭君）

にお答えをさせていただきます。

跡地利用の最大の目標は共通をしておりま

す。行政といたしましても、貴重な土地でご

ざいますから、市民の財産として有効活用で

きるような施設をつくっていかなければなら

ないというのが私は当然のものであると認識

をしております。そこに民間のそれぞれ各種

業態がいろいろな形の中で構成されておりま

す委員会が十分英知を絞って、その構想がで

き上がるわけですから、当然、行政との整合

性も図ってやらざるを得ないと、こういうこ

とに私はなってくるだろうと、そのように考

えておりますので、御理解を賜りたいと存じ

ます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

２番宮田均君。

続いて、市職員の市民○２番（宮田均君）

参加についてお伺いいたします。

市職員の市民参加については、私は強制す

るわけではございませんが、やはり第１回の

質問でさせていただきましたけれども、一市

民として、やはり市民も土、日、休みをなる

べく繰り合わせて、こういう市民参加してい

るわけです。その中で、やはり市民とともに

行政を行っていく中で、方向性、市民の声を

その中で聞いていくということについても非

常に大切なことだと思います。この中で、ボ

ランティア活動とか、そういうこともやって

いるのはわかりますけれども、一層の市民活

動への参加が望まれるところですが、どうい

うふうに市民参加を、開催を周知していくと

言ってございますけれども、今後のますます

の、市職員の評価含めて考えていただきたい

なと思います。

最後に、布部川上流部砂防工事について質

問させていただきます。

布部川の河川環境調査の状況についてなの

ですが、これは布部、布礼別地区災害の中

で、期成会ができ、生命及び財産の確保とい

うことで、これは非常に大切な事業だと私も

認識しているところなのですが、この河川環

境調査の実態、そして、この実態がどのよう

に、布部８８カ所もございます。そして、手

前には１００年以上の河畔林がございます。

この中でどのように、やはりもっと富良野と

しての財産として、環境調査をやった上で、

河畔林、そして自然環境が共生されていかな

いのかということで、私は、今の手前の河畔

林が、布部川左岸の河畔林がなくなると聞い

ております。このことについて、もう一度市
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の見解をお聞きしたいと思います。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

宮田議員の再質問に○市長（能登芳昭君）

対しまして、この件につきまして、建設水道

部長から御答弁させていただきたいと思いま

す。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

建設水道部長里博美君。

宮田議員の御○建設水道部長（里博美君）

質問にお答えいたします。

現在、北麓郷の落合橋、これは布部川の砂

防工事の最終地点ということでございます。

終点につきまして、計画は永喜橋、南布礼別

になりますが、永喜橋から断面を確保しまし

て、今、最終の地点に来ているという考えを

させていただきたいと存じます。この中で、

落合橋の周辺に河畔林等が発生している。そ

れと、石碑、８８カ所のうち１０基が川辺に

あるということの中で、河道を、自然を確保

しながら、最低限の部分について確保してい

きたいというぐあいに聞いてございます。こ

の部分については、限られた空間、というこ

とは、この周辺には市道と民地と民家がござ

います。農地もございます。対岸には東大演

習林の山が接近してございますので、限られ

た条件の中で、河川の敷地内にある立木林、

河畔林と言いますけれども、これが支障にな

ると災害のおそれがあるという判断の中で、

最低限の林を伐採して河道を確保するという

ぐあいに道のほうから聞いてございます。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

２番宮田均君。

今言われたとおり、内○２番（宮田均君）

容については、上流部からこの砂防工事が行

われたということで、上流部の砂防工事につ

いては、非常に新しい工事になっているわけ

なのですけれども、砂防工事をやることに

よって、その下流部の上流ですけれども、布

礼別地区の、下流部の河畔の堤防の掘削も見

受けられます。空知川と同じように、布部水

門、樋門ですね、ああいうところをとめるこ

とによって、砂防と同じような役割で、上流

部に砂、小石などがたまって、下に流れない

状況になる。そうすると、下のほうの石ころ

の中に、コンクリートの状況で、やはり砂と

か小石が詰まって、がっちりとした状況で流

されにくくなるという状況が、非常に砂、泥

などが上流部にたまることによって、下流に

も影響が出てきて、荒れやすいと。大水が出

たときにがらがらといきやすいという状況も

ございます。

そんな中で、総合的な判断でこの砂防工事

が行われ、そしてその河畔林も、それに最低

限伐採ということで、手前の河畔林は残るの

かどうなのか。そして、この砂防工事が、上

のほうでも掘削があって、ことし予算がつい

たそうですが、この砂防工事について、今後

また下流部に影響が出て、工事が出ていく

と。今度最後になると言っていましたけれど

も、影響が出るのかどうか……。

時間ですので、簡潔に○議長（北猛俊君）

お願いします。

質問させていただきた○２番（宮田均君）

いと思います。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

建設水道部長里博美君。

宮田議員の質○建設水道部長（里博美君）

問にお答えさせていただきます。

従来の河川法、３９年にやっておった部分

の中から、一部改正されまして、平成９年

に、この部分について、今御質問のある、た

だ河川を掘削し、柵工物をつけて、こういう

部分ではいかがなものかということで、基本

的には環境の保全ということでございます。

環境の保全で、画一した掘削をするのでなく

て、その周辺の景観を踏まえて、渓流に、河

川の中は一切いじらないと。その対岸を整備

するという工法でやってございます。この工

法につきましては、実際は渓流の保全工とい

う形になってございます。こういう中で、ブ
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ロックとかコンクリートがむき出しにならな

いように、自然の景観にマッチした工法をと

らえてやるということが、平成９年の河川法

の改正の中で求められておりますので、その

工法の中で、今現在、事業を進めているとこ

ろでございます。

以上でございます。

以上で、宮田均君の質○議長（北猛俊君）

問は終了いたしました。

ここで、１時３０分まで休憩いたします。

───────────────

午後 ０時０９分 休憩

午後 １時３０分 開議

───────────────

午前中に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

ただいまより、岡本俊君の質問を行いま

す。

８番岡本俊君。

－登壇－○８番（岡本俊君）

通告に従いまして質問してまいりたいと

思っています。

第１点目は、新中心街活性化基本計画につ

いて伺います。

平成１０年７月に中心街における市街地の

整備計画及び商業等の活性化の一体的推進に

関する法律が施行され、その背景には、バブ

ル経済の崩壊、失われた１０年と言われ、全

国各地において中心街における定住人口の減

少や空き店舗の増加、大型店の郊外化など、

中心街の機能、役割が大きく変化したときで

もありました。

本市においても、空き店舗対策などを行っ

ておりましたが、法律施行を受け、富良野市

市街地総合計画、再生基本計画、総合再生基

本計画、富良野駅前地区再開発事業基本計

画、商業タウンマネジメント構想等の制作及

び取りまとめを行い、中心街の範囲を７７ヘ

クタールとして、テーマをへその町のへそづ

くりと設定し、駅前地区整備事業が展開、そ

の事業も平成２０年で終わろうとしておりま

す。

現在、センター病院の移転に伴う跡地問題

は、解体後のさら地が現実としてあらわれ、

今後どうなるのか、いつ、何が建築されるの

か、くにいデパートの解体が始まり、その後

の跡地活用、東西交通アクセスなど、その方

向性を示すことが今重要であります。新中心

市街地活性化計画は、富良野の３０年、５０

年後の将来を見越し、町の姿を追い求めなけ

ればならないと思います。それは、一度建築

した建物は当然数十年現存するわけでありま

す。ですから、事業推進をする上で、まちづ

くりの理念や基本姿勢、事業計画が明らかに

なって、初めて多くの市民の皆さんの共感、

共鳴と理解によって推進されるものと思って

おります。

市長も、６月の第２回定例会におきまし

て、新中心街市街地活性化基本計画におい

て、センター病院、くにい跡地を含めた策定

と答弁いたしましたが、現状での基本的な考

え、年内策定を明らかにいたしましたが、そ

の進捗状況について。さらに、年内に本当に

明らかになるのか、年度内にこれらが具体化

されるのかをお伺いいたします。

第２点目に、通年雇用推進事業について質

問をいたします。

季節労働雇用の現況は、公共事業の減少な

ど、厳しいものがあります。富良野の雇用環

境は、平成１８年で終了した冬期雇用促進事

業の廃止は、食料品、灯油、生活必需品の値

上がり、働く人たちにとってみればダブルパ

ンチの状況であります。市として、雇用を守

る、雇用の拡大は、労働政策において重要な

政策でありますし、地域経済への影響や、安

定した雇用体制をつくることは、健全な企業

活動にとっても重要であります。改めて、冬

期雇用支援制度の廃止は、働く人、企業、地

域経済にとっても大きな損失であります。通

年雇用促進事業で、１人でも多くの人がこの

事業で通年雇用ができる環境づくりをするこ

とが、今重要な課題であります。

改めて通年雇用促進事業について伺います

が、第２回定例会においても私は質問いたし
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ましたが、冬期雇用支援制度は平成１８年度

をもって廃止され、圏域各市町村の季節労働

者は１,８０８人、皆さんは今年度より開始

される通年雇用促進事業の対象者となり、ハ

ローワーク圏域の事業での実施であります。

富良野市広域通年促進協議会で協議し、厚生

労働省の承認を得た中で事業推進との答弁を

いただきましたが、その後の具体的な事業内

容、対象者への通知、今後の事業への推進に

ついてお伺いいたします。

３点目に、新たな農業計画についてお伺い

いたします。

定例会ごとに多くの方が質問しております

が、６月定例会の私の質問に対し、市長の基

本的な姿勢は、消費者の理解や環境に配慮し

た農業の推進、地産地消や食育など、包括的

な指針を平成２１年４月の策定を目指したい

との答弁でありました。さらに、包括的協定

を締結している北海道農業大学農学部の協力

を得、本年１０月以降、審議会の設置、農業

団体の意見交換、地区別懇談会、市民等の意

見を踏まえて策定、富良野市農業振興条例の

見直しと施策の方向性を示し、厳しい農業情

勢の中で、希望の持てる富良野農業の実現を

目指すため、新たな柱を検討したいと答弁が

ございました。

しかし、この６カ月間の間、日本の自給率

は３９％を切り、食料の外国依存度は歯どめ

がかからず、国が目指す４５％の自給率から

ほど遠い数値が発表され、さらに食料と燃料

の垣根がなくなり、食料自給率の高い国々

は、穀物輸出ではなく、自国の穀物を代替エ

ネルギー生産に回す政策にシフトしておりま

す。その影響は、食品の値上がりとなり、経

済アナリストによれば、まだまだ序の口と言

う方もおります。さらに、原油価格の高騰は

農業生産価格の上昇となり、経営を大きく圧

迫しております。農家は価格上昇を農産物に

転嫁できず、経営の悪化になっております。

特に飼料の高騰、農業資材の上昇は大変大き

な課題となっております。また、今年度から

開始された品目横断は、十勝、北見、畑作地

域の野菜の作付面積が増加し、富良野農業の

柱であるタマネギ、ニンジンの価格低迷の要

因になっております。まさに品目横断ショッ

クと言っても過言でありません。さらに、一

連の食品偽装問題などは、日本の食料に対す

る信頼を大きく揺るがす大きな問題でもあり

ます。日本農業の政策の過ち、原油価格の上

昇の影響、食品の安全問題などの影響ははか

り知れないものがあり、農業が消費者の皆さ

んの生活において過去にないほどの大きな影

を及ぼしており、それは拡大しております。

半年間の農業情勢の変化は、富良野農業の

政策においても大きく影響を及ぼしておると

認識しております。そのような中で、農業計

画における新たな柱づくりは大変な作業と

思っております。しかし、厳しい農業情勢の

中で、特に担い手の皆さんが農業に希望の持

てる富良野農業の実現を目指すことは重要で

あります。その柱をどのように検討されてお

るのか伺い、さらに、富良野農業計画の策定

を平成２１年４月としておりますが、今後の

タイムスケジュールについてもお伺いいたし

ます。

最後に、農村観光都市形成についてお伺い

いたします。

この件も毎回質問があり、先ほど東海林議

員も質問しておりました。私は、農業は国民

の基本的な生存権にかかわるものでありま

す。そして、自然環境も広い意味で国民の持

続的生存権の問題に深くかかわっておりま

す。ですから、先進国は自国の農業を保護

し、さらに環境保護政策を同様に行っており

ます。これら二つは、公共性が個を超え、積

極的にかかわる必要があるからであります。

実際、この北海道の農業は日本の食料基地と

言われておりますし、環境面では、知床の自

然遺産のように、国、自治体が積極的にかか

わっております。

これに対し、観光は明らかに異なり、ある

面では積極的商売であり、競争原理を貫かな

ければならないこともあると思います。この

二つを関連づけることは非常に難しいところ
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があると思います。しかし、克服するなら

ば、富良野の観光にとって大きな持ち味にな

ると私は思っております。克服するために

は、アイデンティティを持たなければならな

いと思います。富良野沿線の景観は、農業の

営みが持続しているので、文句なしに美しい

わけであります。しかし、それは生産性のあ

る農業が存在しなければ守ることはできない

わけであります。現状は、農産物の輸入、規

制緩和の厳しい条件下にあります。都市と農

村との交流を機会に、農業、農村景観を知っ

てもらい、農村空間の多面的価値を多くの人

と共有することが、富良野の重要な役割であ

ります。富良野の景観のすばらしさ、この感

覚的価値、農業、環境の価値を発信する観念

的価値を融合させ、周辺の産業を有機的に連

携する、何よりも住む人々にとって、また、

訪れた人にとって、何が幸せかを考えること

も重要であります。決して形の農業と形の観

光業の融合ではないはずであります。

市長は今日まで、議会のたびに、農村観光

都市形成について、９月議会において、長期

的滞在を念頭に置き、食、文化、市民と同じ

生活を体験できる半住民としての滞在などを

盛り込んだ答弁がございました。市の目指す

姿が、私は一歩明らかになったと思っており

ます。でありますから、農村観光都市形成の

具体的な施策はどのようなものか、今回明ら

かにしていただきたいと思います。

以上で、私の１回目の質問を終わります。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

岡本議員の御質問にお答えをいたします。

１件目の、新中心市街地活性化基本計画に

ついての進捗状況と今後の方向性についてで

ありますが、現状の基本的な考え方につきま

しては、国は平成１８年度、中心市街地の空

洞化に歯どめをかけ、活性化を促すために、

コンパクトな中心市街地の形成のために、ま

ちづくり三法が改正されました。

本市の新中心市街地活性化基本計画策定

は、旧法による富良野市中心市街地活性化基

本計画において定めた、市街地７７ヘクター

ルを区域として策定をいたすところでありま

す。

策定に当たりましては、活性化基本計画策

定における意見集約と反映、さらには事業計

画作成などの中心的役割を担う法定協議会の

設立が要件とされ、平成１９年２月２１日

に、富良野商工会議所、富良野まちづくり株

式会社などの構成により、富良野市中心市街

地活性化協議会が設立されたところでありま

す。

策定の進捗状況につきましては、富良野市

中心市街地活性化協議会において、運営委員

会と、委員を含め２８名による四つの各施

設、ソフト、イベント、まちなか居住、交通

体系の専門部会にて検討が続けられていると

ころでございます。

検討に当たりましては、経済産業省直轄の

助言指導モデル地区として認定を受け、市民

アンケートの実施や、北海道経済産業局の支

援により、学識経験者を交えた３回の研修会

が開催され、さらには北海道開発局の中心市

街地活性化支援プロジェクトモデル地区の認

定も受け、東京大学教授によるまちなか研修

会を２回開催するなど、上部官庁の指導、支

援と助言をいただきながら、都市機能の増進

と７７ヘクタールの中心市街地の活性化に向

けて、協会病院、くにい跡地利活用を含めた

まちづくり計画について、総合的な角度から

精力的に議論が展開されているところであり

ます。

今後の方向性につきましては、市と法定協

議会との連携により、基本計画案並びに構想

案の作業を取り進め、年度内に計画策定を終

え、内閣府に計画書の申請を予定をいたすと

ころであります。

２件目の、通年雇用促進支援事業について

の現状の対応についてでありますが、本事業

につきましては、上富良野町から占冠村まで

の１市３町１村の、行政、経済団体等２９団

体で構成する富良野広域圏通年雇用促進協議
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会を設立し、圏域が一体となって季節労働者

の雇用確保に取り組んでいるところでござい

ます。

具体的な事業内容といたしましては、事業

所を対象として、国や道の助成制度内容や、

企業の助成事例を紹介する通年雇用支援セミ

ナーの開催や、就業機会の拡充に向けた就職

合同面談会を実施してまいります。また、先

般、就職促進にかかる事業といたしまして、

企業が求める人物への意識啓発や、異業種へ

の就職を促す就職支援セミナーを開催したと

ころでございます。

今後の事業につきましては、地域の農業振

興や建設業の他分野進出のための人材育成、

技能士研修、農産加工や冬の観光メニューの

創設に向けた人材育成研修会を初め、さらに

は協議会独自事業として、農畜産物の加工研

究や、食をテーマとした起業化に向けた地域

提案による研修を行う予定となっているとこ

ろでございます。また、北海道の独自事業と

して、資格取得にかかる経費の一部を助成す

る資格取得促進事業もあわせて実施する予定

となっております。

次に、対象者への周知でありますが、各市

町村の建設業協会及びその加盟事業所等の協

力を得ながら、事業所を通じて周知するとと

もに、新聞、ホームページ等の媒体、さらに

は本人へのダイレクトメール等で周知をして

おります。

次に、今後の事業推進でありますが、まず

は現在行っている事業により、１人でも多く

の通年雇用確保に向け努力することを念頭

に、次年度の事業につきましては、行政、経

済団体、各事業所の連携により、既存企業で

の雇用拡大や起業化、異業種拡大などによる

雇用の場の確保とあわせて、企業の求める人

材育成、能力開発等、通年雇用の増大に向

け、実効性のある計画を策定し、実施してま

いりたいと考えているところでございます。

次に、３件目の、新たな農業計画について

の現状における進捗状況でありますが、平成

１１年度から平成２０年度までの第２次農業

計画について、現段階までの検証を行い、富

良野農業の現状を分析したものをまとめ、１

０月から富良野農協役職員、また、指導農業

士で構成する富良野農翔会などの農業関係団

体との意見交換を行うとともに、１１月１９

日に農政審議会委員１５名を委嘱させていた

だき、現在、審議をいただいているところで

ございます。

今回の計画策定に当たりましては、農業関

係団体との意見交換会や農政審議会での論議

の中から、富良野農業の課題を抽出し、これ

をもとに、新たな農業計画の施策の方向性と

なる柱をつくってまいりたいと考えておりま

す。

なお、第２次農業計画の策定におきまして

は、市が５本の柱を示して議論をいただいた

ところでございますが、今回の新たな農業計

画の策定に当たりましては、幅広い層からの

意見を集約し、多くの議論の中、導き出され

る目標などをまとめて、新たな農業計画の柱

となるものをつくり上げてまいりたいと考え

ているところでございます。

今後のスケジュールといたしましては、農

業関係団体などとの意見交換を引き続き行い

ながら、平成１９年度内に２回の農政審議会

を開催し、課題の抽出、さらに計画の骨格に

ついて審議をいただきたいと考えておりま

す。その後、２０年度には農政審議会を３回

開催し、計画素案、計画案を、熟度を高めた

審議を経て、最終答申をいただきたいと考え

ているところでございます。また、平成２０

年度の後半には、農業関係団体及び農事組合

との意見交換や懇談会で農業者へ計画素案を

説明するとともに、意見をいただきながら、

パブリックコメントを実施して、多くの市民

の皆さんからの意見を反映してまいりたいと

考えております。

このように、新たな農業計画につきまして

は、平成２１年度４月からスタートし、平成

２１年度から平成２５年度までの５年間を事

業期間としてまいりたいと考えているところ

でございます。
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４件目の、農村観光都市について、具体的

な施策についてでありますが、本市が目指す

農村観光都市は、すぐれた山岳・田園・森林

風景と、農業、林業の体験や、文化、芸術、

学術、スポーツ、また、すぐれた人材など、

さまざまな地域資源や観光資源等を有機的に

連携することにより、現在ニーズが高い観光

メニューを開発し、長期滞在型観光を目指す

ものでございます。

今日までの取り組みでありますが、本市

は、市民を初め観光関係者や農業関係者の御

尽力により、多くの観光客が訪れる、北海道

有数の国際的観光地となりました。自然や農

業がつくり出す農村景観はもとより、各種ア

ウトドア、インドア体験や、農産加工の体

験、見学、さらには文化、芸術、スポーツな

ど、多くの観光資源が集積され、さらに、富

良野特有の観光資源が存在する観光地であり

ます。

具体的な取り組みといたしましては、農村

観光都市形成に向けて、滞在型観光を基本

に、冬期間の長期イベントとして、寒々村ス

ノーフェスティバル、京都市連携イベント、

演劇鑑賞ツアー、さらには市民主体の日本文

化交流イベントなど、観光メニューの充実

や、市内と北の峰を結ぶナイトシャトルバス

や、旭川、トマムスキー場連絡バス運行など

と、市内外のアクセスの拡充を図ってまいり

ました。また、外国人でもひとり歩きできる

国際観光センターの設置など、情報発信の整

備や、スキーホスト養成、外国語研修会、エ

コツーリズムの講習会による人材育成など、

受け入れ体制整備を行ってまいりました。ま

た、中長期滞在型観光の構築を視野に入れた

取り組みとして、本市の農村都市の生活体験

を基本に、農業体験や環境に配慮したエコ観

光の取り組みについて、農業者のネットワー

クを構築、さらに、自然塾やリサイクルセン

ターとのコーディネートの組織づくりの確

立、森林インストラクター養成等の観光振興

の取り組みをしているところでございます。

次に、今後、農村観光都市形成に向けた具

体的施策でありますが、中長期滞在観光を目

指す農村観光都市形成をするに当たりまして

は、住んでいる市民と、長期滞在者がともに

快適に暮らすことが重要であり、そのルール

づくりに向けて、多くの団体、市民との連携

が必要であります。現在、観光協会や市内各

団体、市民等を構成としたプロジェクトチー

ムを発足し、平成２０年６月を目途に、富良

野市観光振興計画策定に取り組んでいるとこ

ろでございます。

以上です。

再質問ございますか。○議長（北猛俊君）

８番岡本俊君。

まず１点目の、新しい○８番（岡本俊君）

中心市街地活性化基本計画についてでありま

すが、基本的には、この計画ができないと、

センター病院の跡地含めて具体性ができない

と、そういうふうに理解していいのかどうか

です。つまり、基本的には、逆に言えば、こ

の計画ができ上がれば、多くの市民の皆さん

は、センター病院の跡地問題、そしてくにい

さんの跡地問題含めて、市内の７７ヘクター

ルの全体像がより具体的に理解できる環境に

なり得ると僕は考えるわけですが、そのよう

な理解でよろしいのかどうか、お伺いいたし

ます。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

岡本議員の再質問に○市長（能登芳昭君）

お答えしますけれども、新中心市街地活性化

基本計画につきましては、当然、行政がつ

くって提出するという形になります。その中

で、７７ヘクタールの中で、とりあえず民間

の力をお借りして、協会病院の跡地と、それ

からくにいの土地の問題を優先的にやる必要

性があるだろうと。これによって、駅前と結

んだ、駅前、くにい、それから協会病院とい

う、俗に言うそういう拠点づくりの中の形を

つくることが、富良野のこれからの基本的な

中心市街地の活性化につながると、こういう

観点でとらえておりますので、この二つがで

きたから、全部７７ヘクタールの計画である
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というふうには、私は今の段階では、この二

つをやることによって、さらにこれからの起

爆剤になっていくという状況の中での基本構

想、基本計画であると理解をしていただきた

い、このように思うところでございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

８番岡本俊君。

つまり、来年の年度内○８番（岡本俊君）

中に策定を終えるというときに、では今、市

長の言われたセンター病院の跡地問題、くに

いさんの跡地問題含めて、大きな拠点づくり

の姿ということは市民に理解できるような環

境になるのですかということなのです。です

から、ここにこういう拠点施設をつくりま

す、こういうところにこういう拠点施設をつ

くりますというイメージが多くの市民の皆さ

んに理解ができるような計画になるのか、そ

ういうことなのです。私たちが、この計画が

出ることによって、あ、協会病院の跡地には

ああいう施設ができるのだ、ああいう雰囲気

のものができるのだということが理解ができ

るような形ででき上がるのかどうか、改めて

お伺いいたします。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

岡本議員の再質問に○市長（能登芳昭君）

お答え申し上げたいと思いますけれども、内

閣府に基本計画を出すということは、事業計

画が確定しないと事業計画は出せないので

す。ですから、当然、その前段として、基本

構想をつくって、それが具体化できるかでき

ないかの基本計画になっていくということで

すから、当然、市民の皆さん方に、基本計画

においてはそういう方向づけをお知らせしな

ければならないのではないかと、このように

考えているところでございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

８番岡本俊君。

それでは、来年の年内○８番（岡本俊君）

の策定ということで、今、市長言われたとお

り、策定終わったころには、施設含めて、市

民の皆さんが理解できる環境になるのだとい

うことを確認しておきたいと思いますし、も

う一つは、富良野の中心市街地の今の基本計

画がございます。これには、先ほど言ったよ

うに、へその町のへそづくりだとか、まちな

か公園だとか、いろいろな形で具体的な課題

を出しております。市長含めて、９月議会、

６月議会も含めて、コンパクトなまちづくり

というような発言もございます。この新しい

活性化の基本計画と、今ある基本計画の兼ね

合いというのは、その辺はどうなっているの

か。つまり、この辺がしっかりしないと、先

ほど宮田議員が言われた駐車場の問題も含め

て、解決できないのではないかと思っている

のです。先ほど室長の答弁では、駐車場は狭

いのではないかという話があって、いやい

や、駐車場はいろいろなところにあると。で

も現実には、関係者以外は駐車しないでくだ

さいという現状。そして、ふらっとにとめよ

うと思ったら、関係者以外は駐車しないでく

ださいというチラシがあると。だれがどこに

駐車したらいいのかわけわからなくなってい

る。こういうことも片方にある。そしてこう

いう現実。そして、今までつくられていた基

本計画の残された部分、それが新しい基本計

画の中にどのように反映されて、今議論され

ているのかをまずお聞かせ願いたいと思いま

す。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

ただいまの質問に当○市長（能登芳昭君）

たりまして、新計画と旧計画の具体性の中

で、取り組み状況については、中心街整備推

進室長からお答えをさせていただきます。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

中心街整備推進室長細川一美君。

岡本○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の御質問にお答えいたします。

旧法に基づく７７ヘクタールの基本計画

と、新たな基本計画の兼ね合いという部分の
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御質問かと思います。

私ども、平成１３年度に策定をいたしまし

た中心市街地活性化基本計画、議員御指摘の

ように、へその町のへそづくりを基本とし

て、中心市街地の都市基盤と商業基盤の活性

化と、一つのねらいの中で、駅前地区を一つ

の重点地区として、現在事業を進めさせてい

ただいているというのが一つでございます。

そういった中で、本来であれば、旧法に基

づく基本計画が今後も踏襲されるという形の

中で、私どもはまちづくりの将来形をつくる

という考えでいたわけでありますけれども、

先ほども答弁いたしましたように、新しく国

がまちづくり三法という法改正になってきた

というところで、いわゆる大都市を含めまし

て、郊外に大型店舗等がどんどん出てきたこ

とによって、中心市街地が相当数の空き店

舗、空き地等が発生をしてきたと。その要因

というものが、大きな国の施策としまして、

都市計画法の改正等々を含めながら、新しい

まちづくり三法に移り変わったと、そういう

視点のもとで、私どもは、従来考えていまし

た旧基本計画も一部踏襲をしながら、新たな

町の活性化という視点の中で、この活性化基

本計画をねらいとして進めるという考えでご

ざいます。

特に中心市街地の現在の現状、これは議員

も承知をしているところでございますけれど

も、車社会の到来とか、あるいは買い物形態

が大きく変化をしたことによって、富良野市

の市街地のまちなかにおける商業、商店街等

の大きな集客力の低下が進んできていると。

これは従前とも大きく変わっていないのが現

状であります。しかしながら、新しいまちづ

くりの中においての基本計画の考え方といた

しましては、やはり町の中を再生するに当

たっては、市民、あるいは観光客等々を町の

中にどのように対流させるか、それによっ

て、いわゆる町のにぎわい、こういったもの

を創出する必要性があるのではないかと。

また、もう一方には、郊外に多くの住宅等

が建設をされる中において、町の中の部分の

住宅世帯数も相当減少してきていると。そう

いったところにおきましても、やはり町の中

にどういった住まいの環境をつくり上げてい

くとか、こういったことも大きなねらいとし

て私どもはとらえているところでございます

し、もう一方、そういった中から、居住、あ

るいはにぎわいという部分から、新しく商店

街の活性化というものを、また今後も引き続

きこれらに向かって町の活性化に資するべき

と、そういったことを基本としながら、新し

い基本計画のねらいということで、新旧によ

りまして大きく変わるものでないという部分

で、いわゆるこの制度の三法改正に伴いまし

て、法定協議会等が設立されることによっ

て、多くの国の選択的補助事業、こういった

ことも導入できると、そういう中からの一つ

の法定協議会としての役割と、市との連携、

こういった中から、私どもとしては、この新

しい基本計画のねらいを含めながら方向づけ

をしていきたいと、そういう考えに立ってご

ざいます。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

８番岡本俊君。

もう少し整理したいと○８番（岡本俊君）

思いますが、踏襲するものと、新しく加えな

ければならないものがあると答弁がございま

したが、少しその辺で具体的に踏襲するもの

としないものと、やはり今どのような議論を

されているのかお聞かせ願いたいと思いま

す。やはり中心街の活性化というのは、多く

の市民の皆さん含めて、これから富良野の将

来に大きくかかわるものだと思いますし、過

去の議論経過の中では、コンパクトなまちづ

くりという、そういう視点も必要だというこ

とも議論されております。その辺も含めて、

新たな形、そして今までの計画を踏襲するも

のと、どのように整理されているのか、お伺

いいたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

中心街整備推進室長細川一美君。
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岡本○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の御質問にお答えいたします。

旧法、あるいは新法に基づきます兼ね合い

の部分のすみ分けという部分でございますけ

れども、私も先ほど答弁をいたしましたよう

に、基本的には旧法を踏襲しながら、先ほど

申しました現状のとらえ方、さらには課題

点、こういったものを含めながら、新しい一

つの目標という考え方で進めさせていただい

ているのが現状でございます。

現在、法定協議会等でもいろいろな議論が

されてございます。特に法定協議会としまし

ては、町の中にいかにして人が歩いて暮らせ

る、こういった生活密着型の機能性を持った

まちづくり、さらには、今後におきます少子

高齢化時代に向かった、いわゆる子育てに対

する、しやすい、そういったまちづくり、ま

た、高齢化社会に対応した、お年寄りが健康

で楽しく暮らせる町、あるいは交流人口を支

えるような交流の町、こういったもの等々を

含めながら、コンパクトシティという一つの

考え方の中で議論が今現在されているという

ことで、まだ最終形というものについては、

改めて今後法定協議会での基本的な構想案が

決定をしながら、法定協議会として確定をす

るのかなと思ってございます。

そういう中におきましても、先ほども御答

弁いたしました部分で、協会病院、くにい跡

地、さらには駅前を中心とした三つの拠点、

こういった機能と、いかに町の中を含めた中

での回遊性を持った、そういうまちづくりを

一つとしながら、新しい基本計画の策定に向

かっていくという考えでございます。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

８番岡本俊君。

イメージ的には、こう○８番（岡本俊君）

いうような、旧では中心街活性化基本計画と

いう形で、結構な枚数で、多くの皆さんに見

てもらったりしていましたが、今回も決まり

次第、こういう冊子になって、多くの市民の

皆さんに理解してもらえるような環境づくり

をしなければいけないと私は思っています

が、今議論過程ですから、断定的な話にはな

らない、これからいろいろな議論過程の中で

また変わってくるかもしれませんが、どっち

にせよ、市民の皆さんに理解してもらわなけ

ればいけないということは確かなのです。で

すから、やはりいろいろな形で市民の皆さん

に計画策定をしっかり理解してもらう。そう

すると、先ほど言ったように、協会病院の跡

地問題のイメージだとか、富良野の、今、室

長の言われた、消費人口の動線の動きだと

か、そういうことが初めて理解されるのでは

ないかと思うのです。口ではなかなか、そし

て文字ではなかなか理解できない。しかし、

絵になったり具体的なコンテがあったりした

ら、より一層市民の皆さんは理解できると思

うのです。それは行政の果たす仕事であると

私は思っていますが、その辺についてはいか

がなものでしょうか。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

中心街整備推進室長細川一美君。

岡本○中心街整備推進室長（細川一美君）

議員の質問にお答えいたします。

今、岡本議員がお話ございましたように、

旧基本計画におきましても、冊子として、市

民等含めまして示させていただいたと私ども

も理解してございます。

今回の基本計画に当たりましても、今回は

従来から見ますと、内閣府に申請許可という

形になってございますので、一定の国に基づ

く基本計画書の形態になってございます。そ

ういった中から、私どもとしましても、ペー

ジ数としましては１００ページを超えるよう

な計画書が今回の場合は策定されるのではな

いかなと。それには、いろいろな富良野市の

現状、課題、あるいは目標、旧法に基づく課

題点の整理等、あるいは基本計画における事

業構想、こういったこと等をいろいろ分析を

した中においての基本計画書となるわけでご

ざいますけれども、いずれにしましても、市

民に公表するに当たりましては、本年度中に
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国のほうに申請を予定してございますので、

同時並行的に市民に公表するなり、そういっ

た形を考えてございますし、また、今申しま

したように、冊子、１００ページということ

になれば、要約版的なことも含めながら考え

ていく必要性があるのかなととらえてござい

ます。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

８番岡本俊君。

次の質問に入る前です○８番（岡本俊君）

が、やはり市民にしっかりわかるように公表

して、市民と情報を共有することが求められ

ていると思っておりますので、大変仕事は忙

しいかもしれませんが、ぜひ並行して、市民

に公開できる体制を整えていただきたいと思

います。

次に、通年雇用に関しての質問に移りたい

と思っておりますが、通年雇用に関してです

が、今現在、新聞報道含めて、対象者含め

て、余り人数が参加しているような報道はさ

れていないわけです。非常に通年雇用に関す

る関心が低いのかなと思ったり、それとも、

通年雇用ができる条件に自分は当てはまらな

いのではないかみたいなことを考えておられ

る方もいるのかなと勝手に思っているわけで

すが、私は、やはり通年雇用というのは、や

はり働く人たちにとって必要であると思いま

すし、やはり今回の厚労省の関係では、行政

の果たす役割も大きくかかわっております。

新しい事業展開については、行政もかかわっ

ていかなければならないと思っております

が、富良野市にとって、新しい事業展開につ

いて、まだ具体的になっているとは思ってお

りません。占冠村はシカ肉の食品加工だと

か、上富良野はまた別な事業を打ち立てて

やっておるわけです。富良野市は、僕も少な

くともそういうことができ上がるのかなと期

待はしていたのですが、まだ富良野市とし

て、他の町村のような具体的な通年雇用にか

かわる事業メニューが提示されておりません

が、その辺についてどうなっているのか、お

伺いいたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

岡本議員の質問にお○市長（能登芳昭君）

答えいたしますけれども、この件につきまし

ては、商工観光室長からお答えをさせていた

だきます。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

商工観光室長高山和也君。

岡本議員の○商工観光室長（高山和也君）

通年雇用に関する問題、新しい事業の関係に

ついて、さらには、参加者が少ないのではな

いか、この２点であろうかと思いますが、ま

ず、１１月に行いました通年雇用の説明会、

実は通年雇用の大きな、言ってみれば季節雇

用の方々の多くは建設業に期するところが多

い。この関係からいいますと、まだこの段階

では、積雪の関係があったり、その他のるる

事情がありまして、まだ雇用が切れていな

い、こんなような状態の中で行いました。し

たがいまして、これはどちらかというと企業

の労働担当者を中心に、今後の事業のレク

チャーをしたと、こういうことに相なってい

るところでございます。

さらに、富良野的にどうかということです

が、まずこの通年雇用の協議会については、

圏域で何ぼふえるのか、これを念頭にして

行っているところであります。もっと言え

ば、富良野市では、平成１６年から１８年ま

で、この前段となるような地域の雇用を促進

するパッケージ事業、同様の事業であります

けれども、これは通年雇用を目指す、労働者

の雇用を目指す事業でありますけれども、こ

れに取り組んでまいりました。この結果であ

りますけれども、３年間で約１５０人の雇用

を生み出しました。これはまさに観光と農

業、これを基軸として、外国人も呼び込もう

という施策で、これを行っているところであ

ります。富良野市におきましては、こういう

圏域の中でこういった波及をさせるために
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は、やはり産業規模の大きい農業と観光を基

軸にして、新しい企業を増大させていく、そ

のことによって、新たな企業、つまりは商業

でありますとか農産品の加工でありますと

か、その他の加工も視野に入れて取り組んで

いきたい、このように考えているところでご

ざいます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

８番岡本俊君。

私の知る限りでは、こ○８番（岡本俊君）

ういう事業展開は、年内に具体的にして、翌

年、厚労省のチェックが入って、よければ事

業継続と認識しているわけです。ですから、

今回富良野市で、今言われたように、パッ

ケージ事業は過去やっていました。でも、今

の課題は、これからどうやって雇用を確保す

るかということなのです。ある部分では、働

いている方にとってみれば待ったなしの状況

だと思うのです。ですから富良野市は、やは

り季節雇用の皆さんに、この事業展開の中

で、新たな雇用、新たな労働環境をつくり上

げるという部分では、私は大きな責任がある

と思うのです。そういう部分において、今、

まだ正直言ってよく見えない。立ちおくれて

いるのではないか。いや、そういうことはな

いというならば、もっと具体的にお話をして

いただいて、こういうことをやるので通年雇

用を確保できるのだ、その規模はこのぐらい

なのだ、そこまでいかないと私はいけないの

ではないかと思うのですが、その点、いかが

なものでしょうか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

商工観光室長高山和也君。

岡本議員の○商工観光室長（高山和也君）

再質問にお答えいたします。

ただいま富良野市は立ちおくれているので

はないかと、このような話がございました

が、先ほど申し上げたように、一つの成功事

例として、農業と観光、そしてまた、サービ

ス産業から食品加工、その他るる、アウトド

アの養成、その他も含めて行ってまいってお

ります。現在も続けております。こういった

中で、ある程度雇用の確保ができている。そ

れを、今回もアウトドアの関係の取得講座そ

の他においても継続して行うことになってお

りますので、決して富良野市だけが立ちおく

れているというわけではございません。それ

は圏域に、むしろ富良野市の事業を、パイを

広げていっている、こういうふうに認識いた

だければ幸いに存じます。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

８番岡本俊君。

実際、季節雇用の対象○８番（岡本俊君）

者は、富良野市に７００人ないし８００人の

方がおられると思うのです。６月議会のとき

にも人数聞きましたが、そのときに８００人

ちょっとだと記憶しておりますが、その方々

が、この富良野で通年雇用できる環境をつく

らなければいけないのですよ。私はそういう

部分で、今回、通年雇用の事業展開に関し

て、富良野市はもっと積極的に関与すべきで

ないかと思うのです。今回のこの事業は、あ

くまでも季節雇用の代替のための事業なので

すから。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

商工観光室長高山和也君。

岡本議員の○商工観光室長（高山和也君）

御質問にお答えいたします。

ただいま御発言のございました内容につい

てでありますけれども、季節労働者の雇用確

保という視点と、今まで積寒給付金を受けて

いた視点、この視点が若干違うのではないか

と考えているところであります。今までは、

季節雇用労働者に対して積寒給付金が直接当

たった。これからというのは、地域の実情に

応じて、地域の企業と雇用者、その他の方々

が、雇用の増大を起こすために、企業も大き

くしていかなければならない、こういった視

点に立っている事業でありますから、企業、

あるいは経済界、それから農業団体、いろい

ろなところがこの協議会に入って、雇用の問
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題のみならず、企業の増大まで含めて考え

て、この雇用をふやしていく、こういった協

議会でありますので、どうかそういう視点で

御理解を賜りたいと存じます。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

８番岡本俊君。

季節雇用を、昨年、１○８番（岡本俊君）

８年度なくしました。厚労省は、通年雇用を

するという目的でこの事業は展開されたわけ

ですよ。ですから、私は、通年雇用と積寒手

当は、積寒手当を廃止することによっての代

替の通年雇用の施策なのです、国は。ですか

ら、少なくともそういう視点で私は考えなけ

ればいけないと思いますし、私はそういうふ

うに理解して質問しているわけです。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

商工観光室長高山和也君。

岡本議員の○商工観光室長（高山和也君）

御質問にお答えいたします。

この通年雇用促進支援事業の内容につきま

してでありますけれども、季節労働者の多

い、とりわけ積雪寒冷地については季節労働

者が多いと言われております。その中におき

まして、その地域の季節労働者を取り巻く環

境というのは、東北でありますとか北海道、

その中でも富良野的なもの、それから海岸

部、いろいろと雇用条件が違っているという

ところから、この関係について、国は一律の

対策を講じるわけではなくて、その地域、地

域にマッチングした対策を講じる、そういっ

たことの中で、通年雇用の効果の高い事業に

対して支援をしていくという考え方でありま

す。私ども富良野圏域としては、経済界、あ

るいは農業団体も含めまして、それからいわ

ゆる労働団体も含めて、果たしてこの中で、

通年雇用を図るためにどういう企業の増大を

図れるのか、そのためにどういうような人材

が求められるのか、こういったことも総合的

にこの協議会の中で進め、通年雇用に向けた

取り組みを行っていく、このような所存でご

ざいますので、どうか御理解願いたいと存じ

ます。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

８番岡本俊君。

引き続きまして、農村○８番（岡本俊君）

観光都市について質問していきたいと思いま

す。

先ほど言ったように、農業と観光というの

は相反する部分もあるのではないかという部

分はあります。それは、先ほど東海林議員も

言われたとおり、観光の及ぼす農業に対する

影響、そして、農業がそういう農村都市構想

に関して何をしなければいけないのか、その

辺がやはり農業サイドからしてみればよくわ

からない。農村観光都市といえども、農業者

として何ができるのだろうか、その辺がよく

見えないというのが実態であります。

もっと簡単に言えば、東川で、グリーン

ツーリズムということでございますが、農家

ペンションのために、行政が代替になって農

家ペンションの説明会をやって、そして農家

の皆さんを集めて、その手続も含めて、国の

事業を使って農家ペンションをふやす、これ

だったら何となく農家サイドでも理解できる

のです。

しかし、そういう具体的でなくて、市長含

めて今までの答弁は、今やっていることを

言っているだけであって、それは積み重ねる

ことによって農村観光都市になるのですよと

しか僕は聞こえないわけなのです。やはり市

長が基本的に年頭の所信表明でも言われてい

た農村観光都市、これは非常に響きがよく

て、そして農業と観光との融合、そういう言

葉も非常に聞こえがいい。新しさを感じる。

しかし、言われていることは、今やっている

ことを言っているだけであって、私どもは、

恐らく観光業の皆さんも含めて、私は農業を

しておりますが、この農村観光都市構想に

よって、農業がどう変化していって、農業が

果たす役割は何なのだろうかということを
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ずっと自問自答しているわけです。しかし、

それに対して、今回の答弁に関しても、やは

りその辺が明らかになっていないということ

は、非常に悲しいものを感じるものがあるの

です。ですから、決して観光を否定するわけ

ではございませんし、観光と農業というのは

地域経済の牽引力だということは確かなので

す。でありますから、なおさら具体的に、市

長の言う農村観光都市というのは、具体的な

施策としてより鮮明に提示しないと、多くの

市民の皆さんの理解は得られないのではない

かと思いますが、改めてその点についてお伺

いいたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

岡本議員の御質問に○市長（能登芳昭君）

お答えをさせていただきたいと思います。

農村観光都市形成という私の公約の中の一

つでございますけれども、具体的なものがな

いのではないかと。私は、農業と観光がとも

に共有する形の中で発展していくことが、こ

の富良野地域の観光振興、農業振興につな

がっていくという考え方であります。具体的

に今一例ありましたけれども、それぞれ農家

に宿泊して体験させることが、私はそれが基

軸になる農村観光ではないと理解をしている

ところでございます。総体的に、富良野は基

幹産業の農業で７８品目ぐらい作物がとれる

わけです。こういう作物のとれるものを有効

に、これから、新鮮で安全であるということ

を、観光客が来たときに提供できるような、

そういう形態も農村観光都市形成の一翼を

担っていくのだと、これも当然であります。

地産地消もそうであります。ですから、私の

考え方として、農村観光都市形成というの

は、融合しながら、その中で伸ばすものは伸

ばしていく状況づくりをしていく、これが私

は農村観光都市形成の基本的な考え方であり

ます。

ですから、具体的にこれからないのではな

いかという御質問でございますから、それに

対してお答えをさせていただきますけれど

も、一つには、観光というものは、自然であ

り、そして食べ物であり、そしてみずから体

験をする、これが私は観光の基本であると考

えます。ですから、農業をやっている方々が

農村を守るということは、田園の美しさ、あ

るいは森林の美しさ、あるいは山岳の美し

さ、そういうものが農業を守っていく一つの

基本になるわけです。ですから、環境を整備

するということは、遊休地なり、あるいは荒

廃地をできるだけ少なくして、景観を保って

いくことが、私は農家のこれからの主要産物

をつくる基本にもなっていくでしょうし、あ

るいは農地の集積を図っていく上において、

その利用を改めて考えていくことも、これか

らの都市形成の中の一翼になっていくだろう

と、このように考えているところでございま

して、今御質問あった具体的なものについて

は、当然、そういう体験できるものについて

は、先ほど御答弁させていただいた中で、観

光振興計画の中にもこれから具体的に載せて

いくものについては載せていく必要性がある

と、このように考えているところでございま

す。

以上で、岡本俊君の質○議長（北猛俊君）

問は終了いたしました。

ここで、１０分間休憩いたします。

───────────────

午後 ２時３２分 休憩

午後 ２時４１分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

次に、天日公子君の質問を行います。

１２番天日公子君。

－登壇－○１２番（天日公子君）

さきに通告しました順に質問をいたしま

す。

１件目、国民健康保険についてお伺いいた

します。

この問題には、平成５年に一般質問された

経過があります。再度質問をいたします。

健康保険を利用して病院に行きますと、医
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療費のお知らせが送られてきます。封筒の中

には、健康に対するいろいろなリーフレット

も入ってきます。

最近、私の知人は、医療費のお知らせが来

るたびに、診療月日、診療者氏名、病院名、

入外来、日数は確認しますが、医療費総額が

自分の領収書と突き合わせるのに計算機が必

要であることから、机に入れてしまい、何枚

もため込んでしまうそうです。また、ほかの

方に聞いてみますと、領収書の確認をしなけ

ればと思いつつ、チェックするのが面倒で、

いつも支払い総額を見ては、そのときだけ随

分かかっているなと思うぐらいで、医療費

チェックは全くしないと言っています。ま

た、年配者は、このお知らせが来ると、申し

わけない気持ちになり、切ないと言っており

ました。

市民としては、もう少し簡単に医療費の

チェックができたら、チェック機能者として

の義務が果たせると思います。ほかの医療保

険通知では、一目瞭然わかるようにできてい

るのもありますので、国民健康保険の医療費

お知らせも簡単に領収書と照らし合わせがで

きるよう、自己支払い分が明記されるように

ならないでしょうか。そして、年７回お知ら

せが来ますが、このお知らせ通知は、コン

ピュータ処理費用、リーフレット、郵送料な

どを考えますと、この支出は大きいものと思

いますので、税金の医療費控除にも使えるよ

うにして、年１回でもいいのではないでしょ

うか。

１点目、今までにお知らせ通知書を出して

いて、目的が達成され、効果があったのか、

お伺いいたします。

２点目、通知回数についてお伺いいたしま

す。

３点目、書式の改正についてお伺いいたし

ます。

２件目、子育て支援の質問をいたします。

日本の国は、いろいろな要因が積み重な

り、少子社会になりました。その中で、何と

か子供を産み育てやすい環境をつくろうとし

ていますが、なかなか成果が上がっていませ

ん。しかし、これからもあきらめずに、地域

でみんなで方策を考えていかねばなりませ

ん。富良野市は、全国でも北海道のへその町

として有名です。また、来年はへそ祭り４０

回を迎えます。へそは母親と子供を結ぶ絆で

あり、大変重要な役目をしています。親と子

供の絆を大事にする町である富良野市に、新

しい独自の子育て支援をすることはできない

のでしょうか。そして、来年のへそ祭りとと

もに、子育て支援を考えることはできないで

しょうか。

１点目、買い物をするとき、割引や特典が

つく子育て優待カードについてですが、へそ

の町である富良野市として、子供を妊娠、出

産、子育て中のサポートとして取り組む考え

はないか、お伺いいたします。

なお、今、北海道では、子育て中の家庭に

認証カードをわたし、買い物をするときに割

引や特典がつく官民共同の新制度を来年度か

ら開始することが決まりました。富良野市の

対応はどうなるのでしょうか、あわせてお伺

いいたします。

２点目、このごろは登下校時ぐらいに子供

を見ますが、幼児とは道路でも公園でも会う

ことはありません。その中で、時々妊婦さん

を見ますと、無事に生まれますようにと心か

ら思います。まして、子供３人目を産んで育

てていることであれば、本当に感謝です。子

供が３人以上いるということは、楽しいこと

も多いけれども、苦労も多いのです。私の知

り合いは子供が５人いますが、小学生３人の

子供が、少し運動してお腹をすかせ、夕食が

はかどると、御飯を全部食べられ、お父さん

が家に帰ると御飯がないとのことです。子供

の成長はうれしいものですが、食費は大変か

かります。富良野では、米もイモもタマネギ

もあり、産地です。何か富良野産での援助は

考えられないでしょうか。第３子以降、誕生

時の援助、第３子以降の給食費の免除、ある

いは減額について、お伺いいたします。

３点目、親子の絆、地域の絆として、コ
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ミュニケーションが求められているこのごろ

ですが、へその町として、４０回を迎えるに

当たり、へそ絆のふれあいとして、子育て支

援について何か考えていることはあるでしょ

うか。

３件目、市民憲章について質問いたしま

す。

富良野市の市民憲章は、「わたしたちは、

北海道の中心標が立つ富良野の市民です。わ

たしたちは、この美しい自然の環境につつま

れながら、新しい生産都市をつくり上げるた

めに、自信と誇りをもって進みます。

一つ、明るく健康で働くまち富良野。

一つ、あたたかくみんなの幸せを願うまち

富良野。

一つ、大きく未来に生きる知性のまち富良

野。」となっています。

富良野市の市民憲章は、昭和４４年７月２

８日に制定され、４０周年を迎えようとして

います。富良野市史で経過を読んでみます

と、昭和４３年の春ごろから、市民憲章をつ

くろうという声が、行政懇談会やいろいろな

集会所で要望され、各団体の１６名からなる

市民憲章制定委員会を発足し、市民の貴重な

提言を尊重し、成案を作成しました。市民憲

章の案は、前章と三つの章からなる本文でで

き上がって、とりわけ前章には市の特色とビ

ジョンを掲げ、北海道の中心標を大きく取り

上げ、市民の心のよりどころとした。これ

は、富良野が地理上真ん中というだけでな

く、政治、経済、文化の中心たるべきビジョ

ンを掲げたものであった。

また、中心標に対する学術的な裏づけとし

て、大正３年、京都帝国大学教授、理学博

士、新城新蔵氏が、後の京都帝国大学総長で

日本の天文学最高権威者の一行が観測した歴

史的な跡が富良野小学校の校庭に今なお現存

していることを確認し、これを大きな誇りと

してあらわしたものである。

次に、富良野市民を包む高く清らかな十

勝、芦別、富良野の連峰、緑の樹海、緩やか

な流れ合う幾節もの河川の自然環境をたた

え、ここに農業を基盤とする理想の生産都市

をつくる自信と誇りを喚起したのであった。

この原案について各界の声を聞き、市民への

アンケートを求め、圧倒的な支持を獲得し、

市制施行３周年記念で発表されましたと記さ

れておりました。

このように市民の手によって、市民が、法

律や条例のような強制力を持つ型式をとるよ

りも、もっと心からこれを守っていきましょ

うという精神の盛り上がりを伴ったものが市

民憲章でありますし、先輩たちの思いが込め

られています。

この市民憲章が、富良野市の場合、市民の

目に触れることがありません。もっとこの経

過を伝え、公共施設や地域会館、学校で掲示

することはできないでしょうか。

４件目、固形燃料について質問いたしま

す。

昨年の暮れまでは、プラスチック類であれ

ば何でもプラスチック袋に入れていました

が、ことしに入り、プラマークつきのものだ

けプラスチック袋に入れることになりまし

た。プラスチック自体の分別がわからず、こ

としの正月の町内会総会では、プラスチック

ごみの分別の話題でいっぱいでした。ごみス

テーションにプラごみが残ったらどのように

したらいいか、町内会としての対策を考え、

自分の出したごみは自分が責任を持つという

ことで、目印をつけたりしました。きょうこ

のごろは、ごみステーションにプラごみが

残っていることはほとんどなくなりました。

プラスチックごみはきれいに分別され、減り

ました。

逆に、固形燃料ごみは今まで以上にふえて

おります。固形燃料袋には、今までプラス

チック袋に入れていたプラマークなしのプラ

スチックと、プラマークつきでも、汚れてい

たり迷ったものは固形燃料袋に入れるように

なりましたので、ごみステーションの固形燃

料袋はあふれています。ここ４月からの固形

燃料ごみはふえると予想されていましたが、

当初考えていたより多いのではないでしょう
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か。今後も本当にこのままふえていってよい

のかと思いますし、また、いろいろなものが

入っていて、中身が悪いと聞いていますの

で、働いている人たちの健康や安全も心配で

す。

そこでお伺いいたします。

固形燃料袋が増加傾向にあり、かつ中身が

悪いと聞いていますが、人員の確保と、衛

生、安全性は図られているのでしょうか。

また、中身改善のため、市民への指導はど

のようにしていくのでしょうか。

また、これらを踏まえて、２０年度に向け

ての対応はどのように考えているのでしょう

か。

５件目、全国学力・学習状況調査について

質問いたします。

ことし４月に行われました全国学力テスト

で、北海道内の児童生徒の平均回答率が、国

語、算数、数学のいずれも全国平均を下回り

ました。このことから、北海道教育委員会

は、公表データから子供たちの実態を踏ま

え、学校も家庭も地域も一体となって取り組

むきっかけにと、今すぐできることとして、

５項目の提言が作成されました。

１、学習した内容がしっかり身についてい

るか確かめる。

２、授業以外にも学習する場や機会をふや

す。

３、読書習慣をつける。

４、子供の生活時間の見直し。

５、きちんと食事をとる。と提言されまし

た。私たちもこの提言はよく理解できます

し、すぐ学校も親も取り組めることと思いま

す。

そこでお伺いいたします。

学力がすべてではありませんが、来年も学

力テストの実施が決まっています。教育長

は、今回の学力調査の結果をどのように認識

しているのでしょうか。

また、市内小中学校の状況はどうなってい

るのでしょうか。

そして、これからどのように学習改善を

図っていくのか、お伺いいたします。

以上で、１回目の質問を終わります。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

天日議員の御質問にお答えいたします。

１件目の国民健康保険について、１点目の

国民健康保険医療費通知の目的と効果につい

てでございますが、医療費通知につきまして

は、医療費通知実施要領に基づき、国民健康

保険被保険者に対し、医療費の額等を通知す

ることにより、受診による医療費や交通事故

などによる第三者行為の確認などを行うとと

もに、被保険者の健康に対する認識を深めて

いただき、あわせて、国民健康保険制度の趣

旨の周知を図ることを目的に実施していると

ころでございます。

医療費の通知の内容につきましては、医療

を受けた方の氏名、医療機関名、診療年月、

入院、外来の区分及び日数または回数、医療

費の総額を記載し、通知をしております。

効果につきましては、御家族が病院等にか

かった総額を確認していただくとともに、医

療費が一定の額を超えた場合、その超えた額

を高額療養として請求する判断資料としての

効果があると考えております。

次に、２点目の、通知回数についてでござ

いますが、現在、年７回発行しており、医療

通知は国の基準により、郵便料など全額補て

んされており、市民の皆さんに健康に対する

認識を深めていただくとともに、医療費の過

誤を早期に発見するためにも、現行の通知回

数を継続してまいりたいと考えているところ

でございます。

次に、３点目の、書式の改正につきまして

は、通知書の作成は北海道、国保連合会で共

同電算処理を行い、全道統一した様式となっ

ておりますので、様式等の変更は難しいもの

と考えております。

医療費控除につきましては、医師などが発

行した領収書の原本を、税務署が様式を定め

た医療費明細書に添付し、確定申告とともに
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提出することになっており、医療費の通知は

医療費控除の提出書類になり得ないものと考

えております。

２件目の、子育て支援について、富良野ら

しいサポート体制の考え方についてお答えを

いたします。

本市の、子供を妊娠、出産したとき、子育

て中におけるサポートについては、次世代育

成支援地域行動計画の中で、妊婦健康診査、

相談、新生児・未熟児訪問及び産婦訪問、育

児相談、子育て支援センター事業、一時保育

事業など、それぞれの個別計画、国の施策に

準じて推進しているところでございます。

近年、人口の減少の歯どめ策、転出の抑

制、転入の促進、保護者負担の軽減など、地

域の特性、住民のニーズに対応した独自の支

援策を講じている自治体がふえてきている状

況にございますが、御質問にありました子育

て優待カード制度につきましては、現在、北

海道において、同じ趣旨のどさんこ子育て特

典制度導入に向けた議論が行われております

ので、その動向を見きわめて検討してまいり

ます。

第３子以後、誕生時の援助及び給食費の減

免につきましては、平成１８年第４回定例会

一般質問において同様の御質問があり、その

際には、厳しい財政事情、行政サービスの見

直しによる経費の節減を図らなければならな

い状況にございますので、実施は困難である

と答弁しております。現時点においてもその

状況は変わっておりませんので、実施につい

ては困難でございますので、御理解を賜りた

いと存じます。

第４０回目の節目の年に当たります北海へ

そ祭りを記念して、支援事業を実施する考え

はないかとの御質問ですが、北海へそ祭りは

実行委員会が実施するイベントでございます

ので、それに子育て支援策を当てるというこ

とは、実情、そぐわないものと判断しており

ますので、御理解をいただきたいと存じま

す。

子育て支援策は重要な施策として認識して

おりますので、課題とされておりました妊婦

健康診査にかかわる費用の公費負担の回数に

つきましては、現行２回を、平成２０年４月

から、国の示す基準に準じて５回実施すべ

く、前向きに検討をしてまいります。

３件目の、市民憲章についての掲示場所の

増設についてお答えをいたします。

市民みんなの願いとビジョンを掲げ、精神

的な規範を示した市民憲章の啓蒙、啓発は必

要と認識をしております。現在の設置場所と

して、市役所、山部支所、東山支所、文化会

館、保健センター、図書館、スポーツセン

ターに設置をしております。また、市の封筒

や、町内会回覧板などにも掲載し、市民周知

を図っているところでございます。今後にお

きましては、他の公共施設においても、玄関

やロビー等に掲示するよう努めてまいりたい

と考えております。

次に、４件目の、固形燃料について、固形

燃料ごみの取り扱いについてでございます

が、固形燃料は、ごみの現在の状況につきま

して、本年４月、プラスチックごみの分別区

分を明確にするため、プラマークがついてい

る商品を中心に、容器包装リサイクル法に基

づく分別区分の見直しを行いましたが、市民

への分別説明が不十分な面もあったことか

ら、固形燃料ごみが昨年と比較して増加をし

てきております。また、固形燃料ごみへの異

物混入が量の増加とともにふえる傾向にあ

り、破砕機の破損や故障など、修理に多額な

経費がかかるなど、ごみ処理に影響が出てお

り、チラシや広報で啓発を行うとともに、町

内会と連携した現地での分別指導などを実施

してきております。固形燃料ごみの搬入量増

大への対応につきましては、臨時的対応とし

て、業務体制の中で、増員配置など強化を図

るとともに、事故防止の徹底など、労働、安

全、衛生にも努めてきているところでござい

ます。

また、今後の対応につきましては、市民の

皆様に協力をお願いし、ごみの分別の指導や

ごみの減量化など、町内会と連携した分別説
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明会、現地での分別指導など、分別に徹底に

取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。

以上であります。

続いて御答弁を願いま○議長（北猛俊君）

す。

教育長宇佐見正光君。

－登壇－○教育長（宇佐見正光君）

天日議員の、５件目の全国学力・学習状況

調査についての結果対策についてお答えをい

たします。

今回の文部科学省が実施いたしました全国

学力・学習状況調査の結果についてでござい

ますが、本調査は、ランクづけや順位を競う

ことが本来の目的でなく、教育施策の成果と

課題を把握し、その改善を図ることが重要で

ございます。

しかしながら、このたびの調査結果をしっ

かりと受けとめさせていただき、分析を通し

て、確かな学力を身につけさせるための方策

を示していく考えでございます。そのため

に、教育委員会といたしましては、この調査

結果をもとに、基礎・基本の一層の定着と、

応用力、活用力の向上を図ることや、学ぶ意

欲を高める授業改善について、各学校に指導

の徹底を図ってきたところでございます。

次に、小中学校の学力の状況についてでご

ざいますが、さきの広瀬議員にも御答弁して

おりますように、市内の児童生徒の調査結果

を見ますと、基礎・基本、読み書き、計算の

知識や、学習意欲などの状況は定着しており

ますが、その知識を活用した読解力、活用力

に課題がありますので、この点をしっかりと

とらえて、今後の学習改善に生かしてまいり

たいと考えております。

次に、これからの学習改善をどのように

図っていくかについてでございますが、この

調査結果を受けて、各学校において、改善に

向けては、指導のあり方などについて検討し

た中で、学力向上に向けて、教務部、研修

部、生徒指導部と課題を共有化し、授業、家

庭学習のあり方や、生活指導についての改善

を図ることになっております。

具体的には、小学生では、１点目として、

文章を要約したり、自分の考えをまとめて書

いたりするなどの書く言語活動の充実を図る

こと。２点目として、計算練習を継続し、よ

り確実な計算力を身につけさせるなど、学習

内容を工夫すること。３点目として、自分の

興味や関心にかかわり、進んで調べ学習をす

る態度の育成などでございます。さらに、家

庭におきましては、休みの日を含め、家庭で

の学習が計画的、継続的に取り組めるよう、

家庭にも協力を呼びかけているところでござ

います。

また、中学生においては、１点目として、

教科、特別活動、総合的な学習の時間での活

用する力を育み、より一層の体験的な学習活

動を進めること。２点目として、わかる、楽

しい授業づくりと、宿題の出し方を工夫した

り、家庭学習の方法を具体的に指導するなど

についての方策を講じることでございます。

特に朝読書、朝学習を継続的に進めるなど、

小中学校の連携を推進し、基礎学力の向上に

取り組むこととしております。

また、教職員にあっては、校内研修はもち

ろんのこと、特に本年度、市内を初め富良野

沿線や上川管内の教職員が一堂に会しての研

究授業や公開授業などの研修活動を積み重

ね、資質の向上を図りながら、あわせて、子

供たちがみずから発表できる場面づくりを積

極的に行いながら、スキルアップに努めてい

るところでございます。

以上でございます。

再質問ございますか。○議長（北猛俊君）

１２番天日公子君。

１件目の国民健康○１２番（天日公子君）

保険についてですが、この効果について答弁

いただきましたけれども、このことが実際、

本当に、受診による医療費や交通事故など第

三者行為の確認などを行うとともにと、こう

いうところで今お答えいただいたのですが、

実際、こういうような現場というものはあっ

たのでしょうか。実際に現実にこういう事態
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があったのでしょうか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

市民部長からお答え○市長（能登芳昭君）

をさせていただきます。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

市民部長大西仁君。

天日議員の御質問○市民部長（大西仁君）

にお答えいたします。

実際に医療通知の効果、あったかないかと

いう問いでございますけれども、これは一月

ごと、まとめて記載しまして、医療費総額等

を送っております。その段階で、月大体３回

から４回、必ず、出しますと、それに対しま

して市民の方から何らかの問い合わせが実際

あります。その中で、やはり私ども、医療費

が私がかかったより多いとか、そういう問い

合わせがあった場合につきましては、病院に

確認して、調整させていただいております。

この通知の目的につきましては、あくまで

も、やはり今、医療費がどんどん増加してき

ているということもありますので、医療費の

抑制、それと、市民の健康増進への啓蒙等を

含めて考えておりますので、経過等あります

し、市民の方についても、やはり関心度の高

い人についてはいろいろな連絡が来ている。

それとあわせて、チラシ等も、市民に知らせ

たい内容もあわせて配布しておりますので、

御理解をいただきたいと考えます。（発言す

る者あり）

交通事故による第三者行為につきまして

は、これについては、本人が確認していただ

くというのもあるのですけれども、ほとんど

が私どものレセプト、これで点検しておりま

すので、レセプト点検等で結構わかりますの

で、問い合わせについては、少ないですけれ

ども、当然効果はあると考えております。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１２番天日公子君。

私は、この通知書○１２番（天日公子君）

をもらって、ここに答弁いただいたような効

果が、どうもあるとは思えないのですよね。

そういう意味で、今回、この通知書につきま

しては、全部やめて、もらわなくていいので

はないかということではなくて、回数をもっ

と減らして、もっと効率的に、私たちがも

らってもチェックができるように、そして回

数が少なくなることによって、こちらから出

るお金も少なくなるのでないかなと考えまし

て質問させていただいたわけなのですが、今

答弁いただきましたら、全然私の思っている

ことには全然いい方向が出ていなかったもの

ですから、今質問させていただいておりま

す。

それで、高額医療とか何かにつきまして

は、そういう点につきまして、かかったとき

もチェックができるのですよということなの

ですけれども、そういうことについては、結

構病院からでも親切な指導がありまして、お

知らせを見なくても、高額医療の申請につい

てはできるような形になっていると思いま

す。そんなことで、なぜ今７回やっている通

知書のお知らせが減らすことができないの

か、そこのところをもう少し詳しくお伺いし

たいと思います。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

この医療通知につ○市民部長（大西仁君）

きましては、昭和５６年より、国の指導に基

づいて行っております。その中で、この医療

通知書につきましては、郵便料など、６回以

上の場合に全額国から補てんされておりま

す。それと、あと一つが、やはり市民の皆さ

んに、先ほども言いましたけれども、健康に

対する認識、これを深めていただきたいとい

うのが一つと、やはり医療費の過誤、これを

早目に、これも確認をして、もしあれば早期

に発見をしたい。それと、一番大きいのが、

先ほど言いました健康に対する認識、これに

ついては、やはり医療費の抑制、これがやは

り国にしても私ども富良野市にとっても、保
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険者にとって非常に重要なことでございま

す。そういうことで、国のほうでもやはり医

療費の多い市町村、これについては本当にで

きれば１２回なら１２回という形の中で、や

はり指導も来ていると私ども聞いておりま

す。そういう中から、やはり現行の通知回数

を継続していきながら、市民の皆さんに医療

費の増加、やはり抑制するような、そういう

体制をとっていただきたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと考えます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１２番天日公子君。

それで、医療費の○１２番（天日公子君）

お知らせを出したことによって、今、医療費

が本当に減額されているのかどうか、再度お

聞きいたします。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

現在、医療費の過○市民部長（大西仁君）

誤、これにつきましては、先ほど申し上げま

したとおり、本人からの問い合わせによる病

院に確認と、それとレセプト等で一応点検を

しております。一応１８年度の実績なのです

けれども、この医療費の過誤、レセプトと医

療通知と合わせてですけれども、５１２万

円、これが過誤として一応チェックをさせて

いただいている金額でございます。具体的な

効果につきましては、先ほど言ったように、

医療費の抑制等含めてあると思いますけれど

も、医療費の過誤による点検、これにつきま

しても１８年度で５１２万円が点検させてい

ただいております。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１２番天日公子君。

この過誤は、そう○１２番（天日公子君）

したら受診者に戻されているお金なのでしょ

うか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

これは受診者と、○市民部長（大西仁君）

それと市なり北海道国保連合会のほうに戻っ

てきている額でございます。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１２番天日公子君。

先ほど６回以上と○１２番（天日公子君）

いうことで、６回以上の国からの指導がある

ということなので、７回今やっていますよ

ね。これ、せめて６回にはならないのでしょ

うか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

私ども、６回を継○市民部長（大西仁君）

続したいというような、先ほどの私どもの考

え方、ちょっと示させていただいたのですけ

れども、継続ですから７回、現在７回発行し

ております。これは継続してまいりたいと答

弁させていただきましたけれども、これにつ

いては、先ほど言いましたように、医療費の

多い市町村、これについて、やはり１回でも

減らすことによって、いろいろな支障が出て

くるという国の指導もありますし、いろいろ

な絡みもありますので、これについては、や

はり現行の通知回数については、先ほど言っ

たような医療費の抑制含めて、そして市民に

そこら辺を、健康増進、これを知っていただ

くためにも、やはり現行の通知回数、これを

続けていきたいと考えていますので、御理解

を賜りたいと思います。

以上です。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１２番天日公子君。

もう少し詳しくお○１２番（天日公子君）

聞きいたします。この回数、７回を６回にす

ることによって、７回としたいという答弁で

ございますが、これは７回を、回数を減らす

ことによって何が困るのでしょうか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

市民部長大西仁君。

７回を６回にとい○市民部長（大西仁君）
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うことでございますけれども、これについて

は、先ほど言いましたように、医療費の抑

制、このためにも続けていきたいというのと

あわせて、国の指導等で、やはり今現在やっ

ている、本当に医療費が、これで効果があっ

て医療費が減ってきている市町村、これにつ

いてはある程度の指導については入ってこな

いと私も考えておりますけれども、年々増加

している医療費の絡みから言えば、当然、や

はり減らすということについては非常に難し

いと考えておりますので、御理解いただきた

いと思います。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１２番天日公子君。

通知書を出して、○１２番（天日公子君）

年々医療費が減っているわけですよね。そう

いうお話ですよね。それなのに、７回を減ら

すということについては、今のお話でした

ら、医療費がふえているところについては難

しいというふうにお話したのですが、何かお

話、ちょっと違いませんでしょうか。

暫時休憩いたします。○議長（北猛俊君）

───────────────

午後 ３時２１分 休憩

午後 ３時２２分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の天日公子君の質問に御答弁を願い

ます。

市長能登芳昭君。

天日議員の御質問に○市長（能登芳昭君）

お答えをさせていただきますけれども、国民

健康保険の被保険者に対する医療費の通知の

問題でございますけれども、７回市がやって

いるというのは、一つは、市が点検する状況

の中で、仮にそれを５回にする、４回にする

と、国のほうから指導が入ります。それは、

今現在、医療費がどんどんどんどん増額に

なってきているのです。その増額になってき

ている状況を通知書で減らすということが、

これが国からの御指摘に当たるというのが１

点ございます。

それから、次に、本市で今現在行っている

医療通知の中で、第三者行為という、交通事

故が先ほど５１２万円という形が示されまし

た。これは非常にわからないのです。第三者

行為の場合は、よほど高額なり、あるいは状

況を１カ月、２カ月継続して見ていないと、

交通事故か何かわからないのです。仮に示談

するまでは交通事故というのは国民健康保険

の適用をさせているわけです。ですから、そ

ういう審査もあわせてやっていかないと、毎

月のやつを順次見ていかないと、増額した状

況が把握できないというのが現況でございま

して、特に第三者行為については、これは交

通事故ですから、別途損害補償のほうから入

れていただくと、こういう形になるわけで

す。ですから、そういう状況を含めますと、

御質問にありました、回数を減らしたほうが

いいのではないかということになりますと、

保険者としての医療費の動向なり、あるいは

取り扱いを決める以上は、現行の状況でやら

なければならないというのが私たちの考え方

でございますので、その点、あわせて御理解

を賜りたいと、このように思うところでござ

います。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１２番天日公子君。

押し問答になると○１２番（天日公子君）

いうことで、これで終わりにしますけれど

も、通知の回数については、回数は決まって

いないということで私は理解しておりまし

た。それで、ほかのところを見てみますと、

この回数につきましては、一般会計からの支

出も大きいということで、かなり２回、３回

というところに、回数を少なくしている地域

もありますので、そういう意味で、私も富良

野市としては、余りもらう側としては、年７

回もらうよりも、ちょっとまとめて、３カ月

に一遍とか４カ月に一遍ぐらいでしてもらう

ほうが、中身の改正もちゃんとしていただい
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てもらうほうが、ずっとチェック機能が働く

と思ったものですから、質問させていただい

たわけです。ですから、本当に今、市長のお

話をお聞きして、国からの要請があって、せ

ざるを得ないということもわかりますが、本

当に国民健康保険の通知書については、皆さ

ん方、まだもらっていないと思いますけれど

も、国民健康保険の通知書は本当に無駄だと

しか思いませんので、もう少し検討していた

だければと思っております。

それで、次に進ませていただきます。

市民憲章につきましてですが、市民憲章に

つきましては、先ほどちょっと長くなりまし

たけれども、富良野市史に載っていた経過を

お話しさせていただきました。（発言する者

あり）

間違えました。２番目の子育てについて御

質問させていただきます。

妊婦の健診につきましては了解いたしまし

た。

つきましては、買い物優待制度につきまし

て質問させていただいたのですが、これにつ

いて、ちょっと詳しく御説明、お願いいたし

ます。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

天日議員の御質問に○市長（能登芳昭君）

お答えをさせていただきます。

この件については、保健福祉部長から御答

弁をさせていただきます。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）

す。

保健福祉部長高野知一君。

天日議員の○保健福祉部長（高野知一君）

質問にお答えをいたします。

質問の中にもありました、今、道が進めて

おりますどさんこ子育て特典制度の内容とい

うことでございますが、買い物をしたときに

割引をするなり、いろいろなポイントカード

をつくるなり、あるいはシールをつくるなり

をして、子育てをしている家庭に対して支援

をしていくと、概略でいきますとそういう状

況でございます。今、都道府県的にも相当

数、その取り組みを進めておられるのが現状

でございまして、北海道段階において、こと

しの８月に、この制度を入れるための検討会

を立ち上げをいたしました。１０月段階で中

間報告がまとまりまして、その中間報告に基

づきまして、今、全道的に説明会と、この導

入に関しての意見聴取を、今道段階では行っ

ております。その結果、最終答申を年内にま

とめ上げまして、予定どおりいけば平成２０

年４月１日から導入をしたいと、こういう状

況で、今道のほうでは進めてございます。先

ほど言いましたけれども、買い物した際も含

めてですけれども、小学生がいる世帯を対象

にしてということで、協賛店をいわゆる募り

まして、その協賛店に対してはステッカー等

を配布をすると。市町村の役割としては、い

わゆる協賛店を募集した段階を含めて、市民

にＰＲをすると、こういうことが大きなもの

になってくるのかなと。道においては、すべ

ての世帯に対して認証シール、認証カードを

配布をすると、こういう段取りのようになっ

てございます。

先般、１１月の２９日に、富良野市の段階

での説明会も開催をされました。私どもの担

当課も出席をいたしましてお聞きをいたしま

して、何点かいろいろな課題もございますか

ら、課題等についても御提言をさせていただ

いています。今の状況でいきますと、まだ不

明な点も含めて、なかなか難しい点もあるの

かなと、こう思いますが、改めて道のほうか

ら最終的に道が決定をしたということになれ

ば、市町村段階に通知が来るかなと思いま

す。その段階から、市内における商工会議

所、あるいは商店街の皆さんといろいろ連絡

をとりながら、いわゆる協賛店を募るという

状況になろうかなと思いますけれども、いか

んせん、３カ月間の期間ぐらいで、本当に十

分な理解を得て富良野市としても取り組みが

できるかどうかについては疑問がありますけ

れども、その決定を受けた中で、事務の取り

組みについても進めていきたいと、このよう
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に思っている次第でございます。現状的に、

道から私どもに連絡が入っているのは、現

在、このような段階でございますので、御理

解をいただきたいと思います。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１２番天日公子君。

道からのそういう○１２番（天日公子君）

お知らせということでお聞きしました。その

ほかに、今、小学校段階までということで年

齢を区切ってありましたけれども、富良野市

として、独自に何か特典を考えていることは

ありませんでしょうか。

御答弁願います。○議長（北猛俊君）

保健福祉部長高野知一君。

再質問にお○保健福祉部長（高野知一君）

答えをいたします。

子育てに関する特典ということでございま

すので、今、道の段階で小学校ということで

ございますから、それに加えまして、市が独

自にという、あわせてやるということになっ

てきますと、そのカード自体が、また二重、

三重という状況になってくるのかなと、こう

思いますので、ここの線引きについては、

ちょっと変えられない仕組みになってくるの

ではないかなと思いますので、現状、この特

典の制度については、一つには、子育てを社

会全体で進めていくと、こういう状況からす

れば、地域が一体となって進める取り組みと

いう状況からいけば、子育ての機運を高める

という利点もございますし、また、あるいは

子育て家庭に安心感を与えるだとか、あるい

は子供と親のふれあう機会をつくるだとか、

一面では経済的な負担の軽減にもなるだとか

いう、いろいろな利点もありますし、そうい

う面では、この制度についてはいい方向にあ

るのかなと思いますが、プラスして市が独自

にということになれば、一つには、カードの

関係がございますので、ここのところについ

てはちょっと難しい点があるのかなと思いま

す。それ以外の関係で、富良野市的にできる

ものがあるとすれば、特典をいかにほかの地

域よりも特殊的な効果を上げられるような、

そういうものが出せれば、ほかの市町村から

も来て、いわゆるそこで支援を受けられると

いう形がとられてくると思いますので、特典

の内容について、私どもとすれば、商工会、

あるいは商店街の皆さん等のいろいろな意見

を聞きながら、プラスアルファの部分につい

てつくっていければと、そう思っている次第

です。

以上です。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１２番天日公子君。

続きまして、市民○１２番（天日公子君）

憲章についてお話しさせていただきます。

市民憲章は、ただ憲章を掲示しているだけ

では心に響かないものですから、このことに

つきましては、学校とかそういうところでも

提示することになると思いますが、その意味

を十分伝えていただければと思っておりま

す。これについては回答は要りません。

それから、固形燃料ごみについてお聞きい

たします。

今回、富良野市は、本当にごみを分別して

資源化を進めてきたということで、ずっと今

現在に至っております。それで、１０月、山

部の地域住民と共催のリサイクルフェアがあ

りました。これは本当に市民のごみを減らそ

うねという意識を高めた一つの事業だったと

思って、大変よかったなと思っております。

ただ一つ、まだ固形燃料ごみは大変多いと

いうことで、減量化については、先ほど回答

ありましたように、市民への分別説明が不十

分な面もあったということでありましたが、

今後、この不十分な面をどのように改善され

るのか、お伺いいたしたいと思います。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

市長能登芳昭君。

この件につきまして○市長（能登芳昭君）

は、市民部長からお答えをさせていただきま

す。

続いて御答弁願いま○議長（北猛俊君）
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す。

市民部長大西仁君。

天日議員の御質問○市民部長（大西仁君）

にお答えいたします。

リサイクルフェア、これにつきましては、

１１月２８日に開催しまして、これについて

も、減量化の大きな啓発という形の中で開催

させていただきました。特に山部の町おこし

グループ、青年団等含めて協力いただきまし

て、大体１,０００人以上入っていただい

た。そういう形の中で、一つの減量化という

かリサイクルという形の中で、古着、これを

固形燃料の中から抜き出しまして、市民に販

売させていただきました。それとあわせて、

ウエス、これを抜き出しております。そうい

う形の中で、ある程度の減量化を進めるのと

あわせまして、リサイクルセンターを、一応

啓発用の拠点として、展示施設、そして体験

学習施設、こういう形で整備してきましたの

で、一応市民に見える形の中で今取り組ん

で、リサイクル、これを市民に啓発していき

ながら、減量化に取り組みたい、そういうふ

うにして考えております。それとあわせまし

て、消費者協会を含めまして、各団体と連携

を図りながら、減量化、いろいろマイバッグ

運動なり何なり、いろいろあると思いますの

で、それらを含めまして、減量化に向けて対

応していきたいと考えております。

以上でございます。

暫時休憩いたします。○議長（北猛俊君）

───────────────

午後 ３時３７分 休憩

午後 ３時３８分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（北猛俊君）

議を開きます。

休憩前の御答弁に追加答弁をお願いいたし

ます。

市民部長大西仁君。

大変申しわけござ○市民部長（大西仁君）

いませんでした。

当然、昨年暮れから、プラスチックごみの

分別の見直しを行いまして、大体私ども想像

していたよりも、やはり２０％以上、実際増

加しております。その対応としまして、やは

り市民の皆さんに協力をお願いしまして、や

はり分別指導、これを徹底していきたい。そ

ういう形の中で、昨年も１２月から、大体１

３０カ所ぐらいで町内会の分別説明会を開催

しましたけれども、ことしにつきましても、

やはり同じような町内会と連携した分別説明

会、そして現地での分別指導、これを行いな

がら、私どももそういう形で市民啓発を続け

ながら、やはり固形燃料に入るごみ、これの

減量化等を含めまして、周知徹底をしていき

たいと考えていますので、御理解をいただき

たいと思います。

以上でございます。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。

１２番天日公子君。

基本的に、ごみは○１２番（天日公子君）

なるべく出さないようにする生活が、やっぱ

り当然のことだと思います。

それで、今回、固形燃料ごみの中に、やは

り本来、プラスチックごみに入らなければな

らないものが、結構固形燃料ごみに入ってい

るものですから、やはりそういうものについ

ても、改めて市民への啓発をできればいいと

いう思いで、ちょっと質問させていただきま

した。その辺について御答弁をお願いいたし

ます。

御答弁をお願いしま○議長（北猛俊君）

す。

市長能登芳昭君。

天日議員の御質問に○市長（能登芳昭君）

お答えをさせていただきます。

大変私も心配をしていた経緯でございまし

て、今御質問の、これを十分踏まえて、分別

の、特にプラスチックの分別について徹底し

た啓発、啓蒙、指導を行ってまいりたいと、

このように考えております。

続いて質問ございます○議長（北猛俊君）

か。
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１２番天日公子君。

最後になります。○１２番（天日公子君）

学力テストの関係なのですが、実際、学力テ

ストの通知、結果をもらったお母さんから声

を聞いたのですが、通知票をもらいまして、

これをもらって、親は何をしたらいいのかと

いうことがわからないということなのです。

ですから、きのうの説明もありましたけれど

も、今後どのようにやっていくのか、私の

さっきの質問の中にも、道教委からの五つの

提言も含めまして、それも含めて親たちには

どのように具体的に伝えていくのか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

教育長宇佐見正光君。

天日議員の、全○教育長（宇佐見正光君）

国学力・学習状況調査の結果の関係含めて、

家庭においてどのような形で学習していった

らいいのかということだと思います。

これまでも、先ほども御答弁させていただ

きました。私どももこの調査結果をしっかり

とらえまして、この分析を今しているところ

でございます。そこで、先ほど議員のほうか

らもお話があった、私も今手元にございま

す。この五つの提言、道教委が示している提

言がございますので、これをしっかり踏まえ

て、これから家庭において学習する点も含め

て、しっかりこれをとらえて、今回の分析結

果を踏まえて、家庭、学校、地域が一体と

なって取り組める、こういう内容をしっかり

と伝えていきたいなと、こんなふうに思って

おります。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（北猛俊君）

１２番天日公子君。

それで、さっき五○１２番（天日公子君）

つの提言の中に、朝食をとることということ

で書かれておりました。早寝早起き、朝食を

ということで、それを合い言葉に、お子さん

たちをすばらしい未来に向かって指導してい

ただければと思っております。

以上でございます。

御答弁を願います。○議長（北猛俊君）

教育長宇佐見正光君。

今、天日議員の○教育長（宇佐見正光君）

お話もありました。早寝早起き、しっかりこ

の辺も踏まえて、私ども、今食育について、

しっかりとしたガイドラインを策定中でござ

いますので、この辺も踏まえて取り組んでい

きたいと思っております。

以上でございます。

以上で、天日公子君の○議長（北猛俊君）

質問は終了いたしました。

────────────────────

散 会 宣 告

────────────────────

以上で、本日の日程は○議長（北猛俊君）

終了いたしました。

あす、１９日、２０日は、議案調査のため

休会であります。２１日の議事日程は、当日

配付をいたします。

本日は、これをもって散会いたします。

御苦労さまでした。

午後 ３時４４分 散会
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